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万
暦
三
大
征
の
一
つ
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
「
ボ
ハ
イ
の
乱
」
は
、
明
朝
九
辺
鎮
の
一
つ
で
あ
る
寧
夏
鎮
の
軍
士
が
巡
撫
の
苛
斂
誅
求
に
耐

え
切
れ
ず
起
こ
し
た
兵
変
で
あ
り
、
寧
夏
兵
変
と
称
す
べ
き
事
変
で
あ
っ
た
。
辺
鎮
の
官
軍
は
明
朝
の
軍
事
制
度
で
あ
る
衛
所
制
に
基
づ
き
、
衛
所

か
ら
派
遣
さ
れ
た
衛
所
官
軍
に
よ
っ
て
構
成
さ
れ
て
い
た
が
、
相
次
ぐ
軍
士
の
逃
亡
に
よ
っ
て
、
将
帥
は
家
丁
を
雇
っ
て
任
地
に
赴
く
よ
う
に
な
っ

た
。
万
暦
年
間
の
辺
鎮
官
軍
に
お
け
る
家
丁
の
比
率
は
上
昇
す
る
一
方
で
あ
り
、
ま
た
そ
の
た
め
の
人
件
費
も
膨
ら
む
一
方
で
あ
っ
た
。
万
暦
二
十

年
（
一
五
九
二
）
頃
の
寧
夏
鎮
に
お
い
て
も
状
況
は
同
じ
で
あ
り
、
こ
の
反
乱
も
こ
の
よ
う
な
家
丁
を
中
心
と
す
る
反
乱
で
あ
っ
た
。
本
稿
で
は
こ

の
反
乱
を
鎮
圧
す
る
過
程
に
携
わ
っ
た
梅
国
禎
が
督
軍
と
し
て
李
成
梁
を
推
薦
す
る
に
至
っ
た
過
程
と
、
結
果
的
に
李
如
松
が
総
兵
官
と
な
り
、
梅

国
禎
が
監
軍
と
な
っ
た
経
緯
を
具
体
的
に
検
討
す
る
。
こ
の
中
で
監
軍
と
巡
按
の
関
係
に
つ
い
て
検
討
し
た
。

キ
ー
ワ
ー
ド

梅
国
禎
、
監
軍
、
李
成
梁
、
李
如
松
、
寧
夏
兵
変
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は 

じ 

め 

に

明
朝
の
万
暦
二
十
年
（
一
五
九
二
）
に
寧
夏
鎮
で
起
こ
っ
た
兵
変
は
、
所
謂
「
ボ
ハ
イ
の
乱
」
と
し
て
、
万
暦
朝
鮮
の
役
（
文
禄
・
慶

長
の
役
、
壬
辰
・
丁
酉
倭
乱
）・
楊
応
龍
の
乱
と
と
も
に
万
暦
三
大
征
の
一
つ
と
し
て
よ
く
知
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
の

研
究
と
な
る
と
岡
野
昌
子
の
研
究
以
外
に
は
依
る
べ
き
研
究
に
乏
し
い（

（
（

。
本
稿
で
は
岡
野
の
提
唱
を
受
け
て
寧
夏
兵
変
と
称
す
る
が
、

こ
の
事
変
の
基
調
は
ボ
ハ
イ
の
動
向
に
あ
る
の
で
は
な
く
、
寧
夏
鎮
を
構
成
す
る
軍
士
が
待
遇
に
強
い
不
満
を
蓄
積
さ
せ
た
こ
と
に
よ

る
反
乱
こ
そ
が
ベ
ー
ス
で
あ
る
と
す
る
岡
野
と
視
点
を
共
有
す
る
も
の
で
あ
る
。
た
だ
、
本
件
の
兵
変
に
つ
い
て
は
、
今
日
の
研
究
の

進
展
に
照
ら
せ
ば（

（
（

、
も
っ
と
様
々
な
角
度
か
ら
研
究
が
な
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
考
え
、
本
稿
で
は
監
軍
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
て
み

た
い（

（
（

。
こ
の
兵
変
が
起
こ
る
と
朝
廷
に
お
い
て
は
危
機
感
が
す
ぐ
さ
ま
高
ま
っ
て
、
李
如
松
を
総
兵
官
と
し
て
、
宣
府
・
大
同
・
遼
東
・

薊
州
な
ど
の
鎮
軍
か
ら
抽
出
し
た
部
隊
を
寧
夏
鎮
に
派
遣
す
る
と
と
も
に
、
梅
国
禎
を
監
軍
御
史
と
し
て
同
軍
に
同
行
さ
せ
た
。
監
軍

の
役
割
は
一
言
で
言
え
ば
紀
功
で
あ
り
、
戦
闘
に
お
け
る
将
兵
の
手
柄
を
評
価
し
て
論
功
行
賞
に
繫
げ
る
も
の
で
あ
る
。
し
か
し
、
従

来
、
監
軍
に
つ
い
て
の
研
究
蓄
積
は
乏
し
く
、
そ
の
活
動
実
態
に
つ
い
て
は
解
明
が
待
た
れ
る
。

筆
者
は
先
に
万
暦
朝
鮮
の
役
の
際
、
朝
鮮
に
監
軍
と
し
て
派
遣
さ
れ
た
陳
效
に
つ
い
て
検
討
を
加
え
た
。
陳
效
が
派
遣
さ
れ
た
時
期

は
戦
役
の
後
半
、
日
本
で
言
う
と
こ
ろ
の
慶
長
の
役
の
時
点
、
万
暦
二
五
年
（
一
五
九
七
）
の
こ
と
で
あ
っ
た
が
、
欽
差
監
察
遼
海
朝

鮮
等
処
監
察
軍
務
御
史
の
肩
書
で
朝
鮮
に
送
り
込
ま
れ
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
の
陳
效
の
肩
書
が
物
語
っ
て
い
る
よ
う
に
、
陳
效
は
遼
海

と
朝
鮮
、
つ
ま
り
、
遼
東
鎮
と
朝
鮮
と
の
二
つ
の
領
域
を
兼
ね
て
監
軍
の
任
務
に
従
事
し
て
い
た
。
本
来
、
遼
東
鎮
は
巡
按
山
東
監
察
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御
史
の
監
察
領
域
で
あ
る
。
巡
按
山
東
監
察
御
史
は
同
じ
名
称
の
肩
書
で
専
ら
遼
東
鎮
を
監
察
す
る
者
と
、
専
ら
山
東
を
監
察
す
る
者

が
い
る
。
遼
東
鎮
を
監
察
す
る
者
は
従
っ
て
、
俗
に
遼
東
巡
按
な
ど
と
呼
称
さ
れ
る
こ
と
が
あ
っ
た
の
で
あ
る
が
、
遼
東
鎮
に
お
い
て

戦
闘
が
あ
っ
た
場
合
は
こ
の
遼
東
巡
按
が
監
軍
を
行
う
こ
と
に
な
る
。
つ
ま
り
、
監
軍
の
任
務
と
は
本
来
、
巡
按
の
任
務
の
一
部
で
も

あ
る
と
い
う
こ
と
に
な
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
す
る
と
、
陳
效
は
遼
東
鎮
に
お
い
て
巡
按
の
任
務
、
朝
鮮
に
お
い
て
監
軍
の
任
務
を
兼
務

し
た
の
で
あ
っ
た
。
朝
鮮
の
役
に
お
い
て
朝
鮮
に
送
り
込
ま
れ
た
明
軍
の
主
力
は
遼
東
鎮
の
軍
隊
で
あ
っ
た
。
従
っ
て
、
陳
效
は
朝
鮮

に
お
け
る
監
軍
の
任
務
に
従
事
す
る
こ
と
に
つ
い
て
、
遼
東
鎮
に
対
す
る
巡
按
の
任
務
を
兼
務
し
た
と
い
う
こ
と
は
や
む
を
得
な
い
措

置
で
あ
っ
た
の
か
も
知
れ
な
い
が
、
当
時
に
お
い
て
も
、
任
務
が
重
す
ぎ
る
か
ら
陳
效
は
朝
鮮
の
戦
域
に
特
化
し
、
遼
東
鎮
の
巡
按
に

つ
い
て
は
別
に
任
命
す
べ
き
で
あ
る
と
す
る
意
見
は
存
在
し
た
。
巡
按
の
担
当
領
域
は
自
ず
と
明
確
で
あ
る
。
遼
東
鎮
を
担
当
す
る
巡

按
は
遼
東
鎮
の
領
域
に
限
定
し
て
活
動
す
る
。
し
か
し
、
監
軍
と
い
う
任
務
の
性
質
か
ら
考
え
る
と
、
そ
の
活
動
領
域
を
特
定
す
る
と

い
う
考
え
と
は
馴
染
み
に
く
く
、
戦
闘
域
が
領
域
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
来
る
。
監
軍
が
派
遣
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
に
は
、
巡
按
等
常

設
の
シ
ス
テ
ム
で
は
補
い
き
れ
な
い
領
域
の
カ
ヴ
ァ
ー
と
い
う
意
味
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
陳
效
に
先
行
す
る

監
軍
に
任
じ
ら
れ
た
梅
国
禎
の
場
合
に
着
目
し
て
考
え
て
み
た
い
の
で
あ
る（

（
（

。

一
、
寧
夏
鎮
と
巡
按
陝
西

筆
者
は
辺
鎮
軍
を
統
御
す
る
仕
組
み
と
し
て
の
巡
按
監
察
御
史
制
度
に
着
目
し
て
い
る
が（

（
（

、
こ
の
制
度
は
鎮
守
制
度
の
発
達
と
密
接

に
関
わ
っ
て
い
る
。
明
朝
極
初
期
の
地
方
統
治
単
位
で
あ
る
行
省
制
度
に
つ
い
て
、
朱
元
璋
は
洪
武
九
年
（
一
三
七
六
）、「
空
印
の
案
」
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に
よ
っ
て
行
省
関
係
者
を
粛
清
す
る
こ
と
で
解
体
し
、
新
た
に
各
地
方
に
都
指
揮
司
（
軍
事
、
以
下
、
都
司
）、
布
政
司
（
行
政
）、
按
察

司
（
監
察
）
の
三
司
を
置
く
都
布
按
三
司
体
制
を
創
設
し
た
上
で
、
三
司
を
皇
帝
の
直
属
と
し
た
。
か
く
て
地
方
の
自
立
性
は
失
わ
れ

た
の
で
あ
る
が
、
ま
た
各
地
方
の
軍
制
は
都
司
単
位
と
な
っ
た
。
さ
ら
に
朱
元
璋
は
洪
武
十
三
年
（
一
三
八
〇
）、「
胡
惟
庸
の
獄
」
で

中
書
左
丞
相
の
胡
惟
庸
と
そ
の
関
係
者
を
粛
清
し
て
中
書
省
を
廃
止
し
、
そ
の
下
部
組
織
で
あ
る
六
部
を
昇
格
さ
せ
て
皇
帝
に
直
結
さ

せ
た
。
ま
た
、
大
都
督
府
を
五
軍
都
督
府
に
編
成
替
え
し
て
権
力
の
分
散
を
図
っ
た
。
こ
れ
ら
明
朝
初
期
の
制
度
改
革
は
皇
帝
に
権
限

を
集
中
さ
せ
る
こ
と
を
目
的
と
し
た
も
の
で
あ
っ
た（

（
（

。
こ
の
結
果
、
軍
制
は
大
き
く
変
更
さ
れ
、
全
土
が
五
つ
の
ブ
ロ
ッ
ク
に
分
け
ら

れ
、
そ
れ
ぞ
れ
を
前
軍
・
後
軍
・
左
軍
・
右
軍
・
中
軍
の
五
つ
の
都
督
府
が
管
轄
し
、
三
司
体
制
創
設
に
よ
っ
て
誕
生
し
た
十
五
の
都

司
は
、

左
軍　

浙
江
・
遼
東
・
山
東

右
軍　

雲
南
・
貴
州
・
四
川
・
陝
西
・
広
西

中
軍　

河
南

前
軍　

湖
広
・
福
建
・
江
西
・
広
東

後
軍　

北
平
・
山
西

と
、
ブ
ロ
ッ
ク
ご
と
に
五
軍
都
督
府
の
い
ず
れ
か
の
管
轄
下
に
編
入
さ
れ
た
。
か
く
て
全
土
の
衛
所
は
十
五
の
都
司
に
分
属
し
、
首
都

所
在
の
衛
所
も
五
軍
都
督
府
に
分
属
し
た
。
さ
ら
に
は
洪
武
二
十
年
（
一
三
八
七
）
に
は
モ
ン
ゴ
ル
と
の
前
線
で
あ
る
大
寧
に
大
寧
都

司
（
翌
年
に
北
平
行
都
司
と
改
称
）
が
置
か
れ
、
後
軍
都
督
府
に
属
し
た
。
明
朝
初
期
の
辺
境
防
衛
は
所
在
の
都
司
（
一
部
、
行
都
司
）
を

基
軸
に
、
東
か
ら
開
原
・
遼
陽
・
広
寧
・
大
寧
・
開
平
・
宣
府
・
東
勝
・
寧
夏
・
甘
州
の
諸
衛
を
結
ぶ
線
で
行
わ
れ
た
。
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建
文
元
年
（
一
三
九
九
）、
建
文
帝
に
対
し
て
、
朱
元
璋
の
第
四
子
で
あ
る
燕
王
朱
棣
は
北
平
の
燕
王
府
で
挙
兵
し
、
建
文
四
年

（
一
四
〇
二
）
に
燕
王
が
南
京
城
を
陥
落
す
る
ま
で
の
間
、
靖
難
戦
役
と
な
っ
た
。
燕
王
は
多
勢
に
無
勢
を
跳
ね
返
す
た
め
、
北
平
行
都

司
で
モ
ン
ゴ
ル
に
備
え
て
い
た
部
隊
を
自
軍
に
組
み
入
れ
て
し
ま
っ
た
。
こ
の
た
め
、
モ
ン
ゴ
ル
の
南
下
を
誘
発
し
、
こ
の
戦
役
が
終

結
し
た
頃
に
は
大
寧
を
維
持
す
る
こ
と
が
極
め
て
困
難
と
な
り
、
燕
王
改
め
永
楽
帝
は
朱
元
璋
に
よ
っ
て
整
備
さ
れ
た
北
辺
防
御
網
を

大
幅
に
南
下
さ
せ
る
と
と
も
に
、
辺
境
の
重
要
拠
点
へ
の
将
兵
の
派
遣
、
及
び
一
部
、
長
城
の
整
備
に
乗
り
出
さ
ざ
る
を
得
な
い
こ
と

と
な
っ
た（

（
（

。

明
朝
の
北
辺
防
衛
の
代
名
詞
と
言
え
ば
、
遼
東
・
薊
州
・
宣
府
・
大
同
・
山
西
・
楡
林
・
寧
夏
・
固
原
・
甘
粛
の
九
辺
鎮
で
あ
る

が
、
こ
れ
は
一
度
に
整
備
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
い
。
正
統
十
四
年
（
一
四
四
九
）
の
土
木
の
変
前
後
か
ら
嘉
靖
年
間
（
一
五
二
二
～
六
六
）

に
か
け
て
徐
々
に
整
備
さ
れ
た
も
の
で
あ
っ
た（

（
（

。
ま
た
、
各
防
衛
拠
点
が
鎮
・
辺
鎮
と
呼
称
さ
れ
る
よ
う
に
な
る
の
も
、
永
楽
年
間

（
一
四
〇
三
～
一
四
二
四
）
に
鎮
守
総
兵
官
が
派
遣
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
総
兵
官
と
は
一
軍
を
統
率
し
て
実
戦
を
指

揮
す
る
役
割
を
負
っ
た
指
揮
官
を
指
し
た
呼
称
で
あ
り
、
基
本
的
に
軍
を
動
か
す
権
限
は
総
兵
官
の
み
に
与
え
ら
れ
る
。
明
朝
建
国
時

に
は
遠
征
軍
の
ト
ッ
プ
が
総
兵
官
と
呼
称
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
場
合
の
総
兵
官
は
征
討
総
兵
官
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
て
、
鎮
守
総
兵

官
と
は
一
方
面
を
守
護
す
る
総
兵
官
で
あ
り
、
征
討
総
兵
官
と
は
区
別
さ
れ
る
。
各
防
衛
拠
点
に
配
置
さ
れ
た
総
兵
官
と
は
鎮
守
の
た

め
の
総
兵
官
で
あ
っ
た
。
な
お
、
辺
鎮
と
五
軍
都
督
府
の
統
属
関
係
は
、

左
軍　

遼
東
鎮

後
軍　

薊
州
鎮
・
宣
府
鎮
・
大
同
鎮
・
山
西
鎮

右
軍　

楡
林
鎮
・
寧
夏
鎮
・
固
原
鎮
・
甘
粛
鎮
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と
な
る
。
辺
鎮
の
拠
点
は
必
ず
し
も
都
司
拠
点
に
設
置
さ
れ
ず
、
鎮
守
は
都
司
を
包
摂
し
て
形
成
さ
れ
る
た
め
、
必
然
的
に
都
司
を
基

軸
と
す
る
防
備
は
変
容
し
て
い
く
こ
と
と
な
っ
た
。
や
が
て
総
兵
官
の
上
位
に
巡
撫
や
提
督
・
総
督
な
ど
の
文
官
が
君
臨
す
る
こ
と
に

な
っ
た（

（
（

。

本
稿
で
問
題
と
な
る
寧
夏
鎮
は
従
っ
て
右
軍
都
督
府
の
管
轄
下
と
な
っ
た
。
ま
た
、
こ
れ
に
対
す
る
監
察
は
巡
按
陝
西
監
察
御
史
が

管
轄
範
囲
と
な
る
が
、
巡
按
陝
西
の
担
当
領
域
は
非
常
に
広
範
囲
で
あ
り
、
ど
れ
だ
け
有
効
に
機
能
し
た
か
は
問
題
で
あ
る
。
ま
た
、

本
稿
で
は
梅
国
禎
の
監
軍
と
の
関
係
が
問
題
と
な
る
。

二
、
平
定
寧
夏
露
布
碑
の
検
討

万
暦
二
十
年
、
寧
夏
鎮
で
兵
変
が
起
き
る
と
、
す
ぐ
さ
ま
李
如
松
が
総
兵
官
と
し
て
現
地
に
送
り
込
ま
れ
、
結
果
と
し
て
こ
の
兵
変

は
鎮
圧
さ
れ
た
の
で
あ
る
が
、
李
如
松
率
い
る
鎮
圧
軍
に
帯
同
し
た
梅
国
禎
は
監
軍
御
史
と
し
て
戦
闘
に
つ
い
て
の
軍
功
を
記
録
し
、

の
ち
の
論
功
行
賞
に
繫
げ
て
い
っ
た
。
寧
夏
鎮
を
含
む
陝
西
・
甘
粛
・
延
綏
・
寧
夏
を
束
ね
る
総
督
陝
西
三
辺
軍
務
の
居
城
で
あ
っ
た

固
原
州
の
固
原
城
（
現
在
の
寧
夏
回
族
自
治
区
固
原
市
）
に
は
「
平
定
寧
夏
露
布
碑
」
が
立
碑
し
て
い
た
と
さ
れ
、『
隴
右
金
石
録
』
巻
八

に
碑
文
が
収
録
さ
れ
て
い
る
も
の
の
、
元
来
、
固
原
県
城
に
は
あ
っ
た
が
そ
の
碑
は
現
在
失
わ
れ
て
い
る
と
い
う
。『
万
暦
固
原
州
志
』

文
芸
志
第
八
、
記
、
平
定
寧
夏
露
布
碑
記
略
に
は（
（1
（

、

惟
茲
寧
夏
、
建
玉
節
以
控
臨
、
実
祖
宗
制
馭
之
成
憲
、
衍
天
潢
以
弾
圧
、
顧
世
代
封
守
之
宏
猷
。
近
歴
熙
朝
、
称
為
楽
土
。
詎
意
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哱
拝
・
㫲
承
恩
生
長
胡
地
、
狼
性
難
防
、
劉
東
暘
・
許
朝
・
土
文
秀
結
約
陰
謀
、
虺
兇
愈
肆
。
殺
憲
臣
以
起
難
、
奪
勅
印
以
憑
陵
。

刦
厙
放
囚
、
何
所
顧
忌
。
招
夷
納
叛
、
共
結
誓
盟
。
擅
置
職
官
、
頒
布
衞
所
要
地
、
播
伝
諭
檄
、
傾
搖
関
隴
愚
民
。
残
辱
縉
紳
、

拘
囚
世
子
。
惟
仗
聖
明
剛
断
、
賜
剣
以
震
天
威
、
廟
劃
淵
微
、
決
策
以
収
全
勝
。
総
督
・
尚
□
魏
学
曽
、
竭
智
殫
忠
、
復
回
衛
所

四
十
余
処
。
困
賊
退
虜
安
、
全
堡
寨
幾
万
余
家
。
寧
夏
巡
撫
朱
正
色
親
冒
矢
石
、
面
展
臂
生
風
、
監
軍
御
史
梅
国
禎
身
任
戎
行
、

而
揮
戈
起
日
。
提
督
総
兵
李
如
松
与
虜
対
敵
、
斬
首
一
百
二
十
級
、
虜
謀
絶
而
大
勢
成
、
始
末
皆
其
首
功
。
寧
夏
総
兵
蕭
如
薰
、

固
守
平
虜
、
相
持
者
数
月
、
賊
気
沮
而
根
木
定
。
牽
制
尤
多
勝
算
。
副
総
兵
麻
貴
、
城
下
石
溝
之
戦
、
先
後
出
奇
。
総
副
参
游
牛

秉
忠
・
劉
承
嗣
・
李
呴
・
王
通
・
何
崇
徳
・
王
国
柱
・
楊
文
・
馬
孔
英
・
李
如
樟
・
李
寧
等
、
転
戦
防
守
之
功
、
拮
琚
極
苦
。
藩

臬
・
監
司
楊
時
寧
・
馬
鳴
鑾
・
蔡
可
賢
・
顧
其
志
・
張
季
思
、
相
与
分
酋
之
助
、
経
理
為
労
。
兵
部
主
事
趙
夢
麟
、
倡
始
籌
劃
之

方
、
先
収
奇
策
。
遼
晋
宣
大
之
驍
将
畢
陳
、
浙
湖
川
貴
之
健
卒
、
咸
至
、
随
於
十
六
日
、
羣
酋
互
殺
、
刼
気
遂
終
。
懸
東
暘
・
許

土
之
首
於
城
隅
、
鬬
啍
拝
承
恩
於
窟
内
。
救
焚
絶
燼
、
芟
草
求
根
。
承
恩
生
擒
、
㫲
拝
就
戮
挙
家
百
口
付
之
烈
炬
、
真
夷
千
衆
、

伏
於
鋼
方
。
勢
如
雷
震
、
功
収
漏
刻
。
万
暦
二
十
年
九
月
、
総
督
葉
夢
熊
奏
。

と
あ
る
。
こ
の
碑
文
は
『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
九
月
丁
丑
（
二
一
日
）
の
条
に
、

総
督
三
辺
葉
夢
熊
題
、
昨
、
達
虜
大
挙
助
逆
。
李
如
松
等
前
後
統
領
兵
将
、
擒
斬
虜
賊
一
百
二
十
名
、
奪
獲
虜
馬
二
百
八
十
六

匹
、
器
械
無
筭
。
固
列
魏
学
曽
・
朱
正
色
・
梅
国
楨
・
李
如
松
・
麻
貴
・
王
通
・
李
寧
・
馬
孔
英
・
趙
夢
麟
等
、
及
馬
鳴
鑾
・
蔡

可
賢
・
張
季
思
等
功
。
上
嘉
督
撫
運
籌
兵
将
効
力
、
命
夢
熊
、
重
加
賞
賚
、
鼓
舞
衆
心
、
功
成
大
行
、
陞
叙
。
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と
あ
る
総
督
陝
西
三
辺
軍
務
葉
夢
熊
の
題
奏
に
基
づ
く
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
り
、
葉
夢
熊
の
題
奏
に
対
し
て
皇
帝
は
総
督
・
巡
撫
の
統

率
を
嘉
し
、
葉
夢
熊
に
命
じ
て
広
く
文
武
の
官
員
に
恩
賞
を
取
ら
す
よ
う
指
示
し
て
い
る
。
ま
た
、『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
九
月
庚

辰
（
二
四
日
）
の
条
に
、

兵
部
上
総
督
葉
夢
熊
・
監
軍
梅
国
楨
（
マ
マ
、
禎
）
飛
報
、
九
月
十
六
日
攻
破
寧
城
、
平
賊
捷
音
。
詔
、
逆
賊
久
逋
、
天
誅
聞
捷
、

深
用
慰
悦
俟
。
奏
至
日
、
告
郊
廟
宣
捷
、
仍
大
陞
賞
、
以
答
忠
労
。

と
あ
り
、
兵
部
は
葉
夢
熊
と
梅
国
禎
の
飛
報
を
奉
り
、
九
月
十
六
日
に
反
乱
拠
点
を
制
圧
し
た
こ
と
を
速
報
し
た
の
で
、
神
宗
は
直
ち

に
勝
利
の
詔
を
発
出
し
、
即
日
、
郊
廟
に
捷
報
を
告
げ
、
大
い
に
恩
賞
を
振
る
舞
う
こ
と
と
し
た
。
つ
ま
り
、
本
碑
文
の
内
容
は
葉
夢

熊
に
よ
る
事
件
展
開
の
理
解
を
著
し
た
も
の
と
い
う
こ
と
に
な
る
が
、
監
軍
御
史
と
し
て
の
梅
国
禎
と
提
督
総
兵
官
李
如
松
と
の
関
係

は
曖
昧
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。

三
、
李
成
梁
の
寧
夏
派
遣
案
を
め
ぐ
っ
て

『
万
暦
疏
鈔
』
巻
四
四
、
哱
播
類
に
は
、
梅
国
楨
が
万
暦
二
十
年
三
月
に
浙
江
道
監
察
御
史
と
し
て
上
奏
し
た
「
為
叛
丁
悖
乱
異
常
、

時
事
万
分
可
慮
、
懇
乞
宸
断
決
機
宜
、
任
宿
将
、
清
弊
政
、
以
消
禍
萌
、
以
安
人
心
疏
」
が
収
録
さ
れ
て
い
る
。
そ
こ
に
は
、
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近
見
邸
報
、
寧
夏
家
丁
劉
東
暘
等
、
賊
上
擅
権
、
拠
城
掠
堡
。
此
非
常
大
変
、
視
唐
藩
鎮
之
禍
、
猶
有
甚
焉
。
最
可
恨
者
、
逼
使

総
兵
張
維
忠
、
疏
列
巡
撫
黨
馨
罪
状
、
其
二
十
条
之
内
、
多
繫
欵
虜
以
来
。
題
准
遵
、
行
此
。
其
意
蓋
隠
然
。
暴
揚
時
弊
、
以
煽

惑
各
辺
（
衆
心
）。
其
謀
更
不
軌
矣
。
当
此
虜
酋
叛
盟
之
後
、
辺
計
（
境
）
未
定
之
時
、
豈
可
視
為
細
故
、
而
不
早
為
平
定
乎
。
今

之
議
者
、
不
過
曰
変
起
倉
卒
、
衆
繇
迫
脅
。
緩
之
可
散
。
其
乍
合
之
黨
、
急
之
、
恐
堅
其
致
死
之
心
、
不
知
各
悪
権
勢
已
成
蓄
、

謀
非
浅
。
其
心
必
不
肯
悔
禍
、
其
黨
又
無
敢
先
発
。
遷
延
一
日
、
則
禍
深
一
日
。
狂
謀
愈
成
、
黨
与
愈
固
、
聲
勢
愈
大
、
風
聞
愈

遠
、
脇
従
愈
多
、
人
心
愈
疑
、
既
難
以
俟
其
自
定
、
又
不
可
嚇
以
虚
勢
。
外
有
勾
連
、
内
有
観
望
。
近
者
蠶
食
、
遠
者
震
警
、
将

来
之
患
、
有
不
可
勝
言
者
矣
。
臣
見
御
史
賈
希
夷
上
請
、
特
遣
一
臣
、
不
蒙
採
納
。
止
令
督
臣
魏
学
曽
、
相
機
撫
剿
、
雖
専
任
責

成
、
事
理
宜
然
。
但
学
曽
素
敢
任
事
、
臣
所
推
服
。
聞
変
已
久
、
徐
徐
就
道
。
豈
其
乏
応
変
之
材
、
昧
専
制
之
義
、
或
以
首
尾
牽

制
、
軽
動
為
難
、
有
不
可
以
明
言
者
。
况
辺
事
繁
夥
、
萃
於
一
身
方
、
経
営
戦
欵
之
宜
、
難
専
任
計
賊
之
事
為
今
之
計
、
非
力
剿

無
以
定
禍
乱
。
非
分
別
無
以
宥
無
辜
、
非
詔
赦
無
以
安
脅
従
、
非
特
遣
無
以
重
事
権
。
非
破
格
無
以
用
豪
傑
、
非
宜
無
以
中
事
機
、

非
重
賞
無
以
作
士
気
。
科
臣
王
徳
完
請
、
羅
豪
傑
、
真
為
済
時
之
急
。
昨
見
寧
夏
各
堡
、
多
為
所
制
、
而
平
虜
参
将
䔥
如
薰
、
独

能
相
持
、
則
任
将
之
明
騐
也
。
以
臣
私
計
求
旧
、
易
於
得
人
使
功
、
不
如
使
過
、
除
各
辺
見
任
及
已
経
調
遣
不
宜
更
議
外
、
若
退

閑
可
任
、
則
無
如
原
任
遼
東
総
兵
李
成
梁
者
屢
経
戦
陣
、
紀
律
厳
明
。
其
子
李
如
松
・
李
如
栢
・
李
如
楨
、
皆
負
大
将
之
材
、
李

如
梅
・
李
如
璋
又
為
少
年
之
傑
。
其
家
丁
自
各
有
官
守
之
外
、
尚
多
同
心
敢
戦
之
人
、
世
受
重
恩
、
必
不
自
頽
於
末
路
、
屢
経
論

列
、
更
思
昭
雪
其
前
功
。
年
力
未
衰
、
威
名
久
著
。
各
辺
将
領
、
誰
不
畏
服
、
上
下
相
信
、
父
子
同
心
、
不
惟
勇
略
、
足
以
成
功
、

亦
且
先
声
可
以
奪
気
。
若
慮
其
権
、
多
分
属
地
、
非
素
歴
。
宜
於
文
臣
中
、
曉
暢
軍
情
、
実
心
任
事
者
、
公
挙
一
人
、
監
其
軍
事
、

謀
勇
相
資
調
、
遣
隨
便
。
他
如
閑
住
及
戴
罪
将
領
、
史
宸
・
李
応
种
・
麻
貴
・
馬
孔
英
・
倪
敏
政
等
、
或
素
軽
戦
陣
、
或
膽
勇
過
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人
、
皆
可
隨
軍
使
之
自
劾
。
若
遼
東
未
代
曠
日
持
久
、
或
令
伊
子
原
任
総
兵
李
如
松
、
先
往
料
理
、
勒
限
起
行
、
既
未
必
刻
期
擒

剿
、
必
足
以
制
其
死
命
、
天
威
既
臨
、
不
敢
四
出
、
魚
遊
釡
中
、
勢
必
自
乱
。
附
近
営
路
、
恃
以
無
恐
、
他
方
観
望
、
憚
而
自
戢
。

待
首
悪
正
法
之
後
、
大
加
賑
恤
、
知
朝
廷
之
威
恵
並
行
、
紀
綱
大
正
。
此
機
宜
之
当
決
、
宿
将
之
当
任
也
。
若
失
此
不
図
、
臣
未

知
其
得
策
矣
。
然
臣
又
聞
之
、
罅
隙
将
成
者
、
当
急
為
補
塞
、
琴
瑟
不
調
者
、
必
改
而
更
張
。
今
、
寧
夏
之
変
、
正
罅
隙
将
成
之

会
而
致
変
之
繇
、
則
琴
瑟
不
調
之
騐
也
。
我
朝
辺
事
、
自
洪
武
以
至
嘉
靖
、
一
時
也
。
自
隆
慶
以
至
万
暦
十
八
年
一
時
、
自
十
八

年
以
至
今
日
、
又
一
時
也
。
蓋
洪
武
以
至
嘉
靖
、
虜
無
歳
不
犯
、
我
無
歳
不
備
。
各
軍
雖
有
戦
守
之
労
、
無
刻
削
之
苦
。
嘉
靖
以

至
隆
慶
和
議
、
既
成
不
修
戦
守
。
各
軍
雖
有
刻
削
之
苦
、
而
無
操
練
之
労
。
今
時
、
則
異
是
矣
。
外
実
修
和
、
而
内
欲
兼
戦
修
和
、

則
不
免
仍
刻
削
、
以
為
媚
虜
之
資
、
兼
戦
則
徒
有
操
練
、
而
無
首
功
之
望
。
臣
前
疏
有
云
、
不
加
矜
卹
而
剋
削
之
聞
、
使
之
治
生

不
給
、
発
身
無
階
。
已
逆
知
其
有
、
今
日
之
弊
矣
。
既
総
兵
張
維
忠
疏
、
内
所
列
拠
、
臣
所
知
、
有
載
在
会
計
録
者
、
有
新
経
題

准
者
、
有
係
寧
夏
旧
例
、
有
在
各
辺
通
行
、
諸
如
此
類
。
皆
以
節
省
為
重
、
以
矜
卹
為
軽
、
暫
行
於
無
事
之
時
尚
難
。
以
得
其
心
、

相
沿
於
用
武
之
日
、
其
何
以
兔
於
怨
。
巡
撫
黨
馨
不
能
変
通
、
而
更
為
厳
竣
、
以
致
叛
軍
借
以
為
名
、
鼓
衆
倡
乱
、
使
紀
綱
大
壤
、

人
心
動
揺
。
宜
勅
兵
科
会
同
彼
処
巡
按
御
史
、
逐
欵
清
査
、
或
係
原
旧
有
行
、
或
係
黨
馨
作
俑
当
因
者
、
明
著
為
例
、
当
革
者
、

既
為
調
停
。
此
弊
政
之
、
当
清
者
也
。
然
其
本
、
則
科
臣
王
徳
完
所
陳
、
有
治
人
、
無
治
法
、
一
言
蔽
之
矣
。
如
京
営
軍
士
素
称

虚
設
、
有
急
則
慮
其
孱
弱
而
計
、
別
為
調
遣
、
間
暇
則
畏
其
訛
言
、
而
不
敢
深
求
。
臣
前
疏
中
、
思
有
以
鼓
舞
之
而
言
、
不
見
用
。

近
見
侍
郞
王
基　

条
陳
四
事
、
悉
切
実
用
。
臣
扣
其
議
論
採
之
、
人
情
慷
慨
、
敢
為
人
楽
為
用
。
若
即
以
本
官
授
之
、
協
理
聴
其

主
張
、
而
又
明
賞
罰
、
均
労
逸
、
察
疾
苦
、
敎
技
撃
、
則
数
月
而
人
心
悦
、
期
年
而
神
気
壮
、
内
之
以
獲
衛
神
京
、
外
之
以
風
示

遠
近
、
仍
通
行
。
各
辺
督
撫
、
凡
利
所
当
興
弊
、
所
当
革
、
悉
心
条
議
、
毋
畏
浮
言
、
毋
沿
旧
習
、
恵
行
而
威
令
可
施
、
政
平
而
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驕
悍
自
伏
。
其
有
処
置
失
宜
、
苟
且
塞
責
、
訪
実
参
奏
、
別
選
賢
能
。
此
皆
救
時
之
急
務
、
転
移
之
微
権
。
伏
乞
採
覽
、
既
賜
久

行
、
不
惟
一
方
之
悖
乱
可
平
、
而
各
辺
之
人
心
悉
定
、
督
撫
不
至
掣
肘
、
而
外
夷
亦
将
落
膽
矣
。
其
余
有
関
、
大
計
先
為
、
諸
臣

已
言
者
。
臣
不
敢
復
凟
也
。
無
任
懇
切
待
命
之
至
。
奉
聖
旨
、
這
本
説
的
是
。
兵
部
便
看
議
来
説
。

と
あ
り
、
梅
国
禎
は
邸
報
に
基
づ
き
、
寧
夏
鎮
で
の
反
乱
は
家
丁
劉
東
暘
ら
が
奪
権
し
て
城
堡
を
奪
い
根
拠
地
に
し
て
い
る
と
し
て
、

唐
代
の
安
史
の
乱
よ
り
も
深
刻
で
あ
る
と
の
認
識
を
示
す
。
そ
の
上
で
、
対
応
を
先
延
ば
し
に
す
れ
ば
反
乱
勢
力
は
内
外
の
勢
力
と
結

び
つ
い
て
危
機
が
深
刻
化
す
る
と
し
て
、
総
督
魏
学
曽
が
し
っ
か
り
対
応
す
る
こ
と
を
望
ん
で
い
る
も
の
の
、
極
め
て
厳
し
い
情
勢
で

あ
る
と
す
る
。
こ
れ
に
対
し
て
御
史
の
賈
希
夷
は
大
臣
を
特
派
し
て
事
態
に
対
応
す
る
案
を
呈
上
し
た
が
、
採
用
に
は
至
ら
な
か
っ
た
。

科
臣
の
王
徳
完
が
緊
急
対
応
の
た
め
豪
傑
を
起
用
す
べ
き
だ
と
提
案
し
て
お
り
、
こ
の
こ
と
を
踏
ま
え
れ
ば
、
先
の
遼
東
総
兵
官
李
成

梁
は
戦
場
の
経
験
が
豊
か
で
規
律
も
厳
し
く
、
子
の
李
如
松
・
李
如
栢
・
李
如
楨
は
み
な
大
将
の
器
量
で
あ
り
、
李
如
梅
・
李
如
璋
も

優
れ
た
若
者
で
あ
る
と
し
、
さ
ら
に
家
丁
も
し
っ
か
り
統
率
が
取
れ
て
い
る
と
し
て
、
適
任
者
と
し
て
推
薦
し
て
い
る
。
ま
た
、
文
官

か
ら
軍
事
に
精
通
し
た
者
を
監
軍
と
し
て
同
行
さ
せ
る
こ
と
も
提
案
し
た
。
加
え
て
、
現
地
で
や
り
玉
に
挙
が
っ
て
い
る
巡
撫
黨
馨
に

関
わ
る
調
査
を
兵
科
都
給
事
中
に
命
じ
て
巡
按
陝
西
監
察
御
史
と
合
同
で
行
う
こ
と
も
提
起
し
て
い
る
。
ほ
か
に
兵
部
左
侍
郎
王
基
の

上
奏
も
踏
ま
え
て
い
る
。

こ
の
梅
国
禎
の
上
奏
に
基
づ
く
と
、
万
暦
二
十
年
三
月
の
梅
国
禎
の
上
奏
に
先
ん
じ
て
、
寧
夏
兵
変
に
対
す
る
賈
希
夷
、
王
徳
完
、

王
基
の
提
案
が
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。
こ
の
内
、
御
史
賈
希
夷
の
提
案
に
つ
い
て
は
『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
三
月
壬
午
の
条
（
二
二

日
）
に
、
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福
建
道
御
史
賈
希
夷
等
、
以
寧
夏
兵
変
異
常
、
請
循
先
朝
故
事
、
命
重
臣
、
徃
誅
有
罪
、
貸
無
罪
。
兵
部
謂
、
辺
卒
干
犯
、
関
係

安
危
、
処
置
得
宜
、
則
片
言
可
定
。
不
然
、
雖
殺
数
万
人
無
益
也
。
嘉
靖
二
年
、
大
同
軍
乱
、
殺
巡
撫
張
文
錦
。
遣
侍
郎
李
昆
、

赦
賞
之
、
幾
賞
叛
矣
。
主
事
汪
秦
力
言
不
可
、
已
而
叛
卒
果
脇
巡
撫
蔡
天
佑
。
復
遣
侍
郎
胡
瓉
、
徃
討
。
幸
得
完
事
。
此
初
変
失

策
也
。
十
二
年
、
再
乱
、
殺
総
兵
李
瑾
、
脇
巡
撫
潘
倣
、
請
赦
。
総
督
劉
源
清
帥
師
討
之
。
清
及
総
兵
郤
永
貪
功
嗜
殺
、
以
致
叛
卒
。

訛
言
、
洗
城
煽
虜
入
犯
殺
擄
無
筭
。
始
罷
二
臣
。
遣
侍
郎
張
瓉
、
徃
累
年
、
而
後
定
。
此
再
変
失
策
也
。
今
、
寧
変
与
嘉
靖
大
同

等
臣
言
渠
魁
必
殲
、
以
鑒
李
昆
曲
赦
之
失
、
亦
言
脇
従
罔
治
、
以
杜
源
清
洗
城
之
訛
。
至
督
臣
魏
学
曽
、
威
望
素
隆
、
機
宜
曉
暢
、

且
四
鎮
皆
属
節
制
、
果
親
詣
其
地
、
諭
令
擒
献
首
悪
、
余
悉
不
問
。
将
単
騎
可
降
、
如
終
抗
拒
、
立
調
四
鎮
兵
、
剿
之
。
若
別
遣

重
臣
、
不
惟
学
曽
掣
肘
、
恐
乱
兵
転
相
煽
惑
、
復
謂
洗
城
如
嘉
靖
間
、
豈
計
之
得
乎
。
上
従
其
言
、
仍
命
兵
部
、
凡
遇
条
陳
、
宜

酌
行
、
止
無
槩
為
覆
題
、
致
搖
観
聴
。

と
あ
り
、
福
建
道
御
史
で
あ
っ
た
賈
希
夷
は
以
前
の
大
同
の
軍
乱
に
対
す
る
事
例
を
引
い
て
、
寧
夏
兵
変
は
尋
常
で
は
な
い
の
で
、
現

地
に
重
臣
を
派
遣
し
て
信
賞
必
罰
を
行
う
こ
と
を
求
め
て
い
る
の
で
あ
る
が
、
梅
国
禎
に
よ
れ
ば
こ
の
提
案
は
採
用
に
は
至
ら
な
か
っ

た
と
い
う
こ
と
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
後
述
す
る
よ
う
に
当
時
兵
科
給
事
中
で
あ
っ
た
王
徳
完
に
つ
い
て
は
史
料
の
確
認
は
で
き
な
い
が
、

豪
傑
の
派
遣
を
提
案
し
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
れ
ら
を
踏
ま
え
て
、
三
月
二
二
日
よ
り
後
の
三
月
下
旬
、
梅
国
禎
は
李
成
梁
の
起

用
に
踏
み
込
ん
だ
上
奏
に
至
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

梅
国
禎
の
『
西
征
集
』
で
は
奏
疏
の
日
付
が
省
か
れ
て
い
る
た
め
、
他
史
料
と
の
関
係
で
そ
の
前
後
関
係
の
位
置
付
け
が
難
し
い
の

で
あ
る
が
、
そ
の
第
二
疏
に
は
、
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為
心
急
討
賊
、
未
暇
過
慮
、
願
得
身
任
、
以
釈
群
疑
、
以
面
補
報
事
。
臣
見
寧
夏
叛
兵
猖
獗
、
致
厪
聖
慮
、
当
王
憂
臣
辱
之
時
、

正
竭
智
畢
忠
之
日
、
思
督
臣
魏
学
曽
、
辺
事
浩
煩
、
不
得
専
於
討
賊
、
必
得
名
将
以
専
其
任
、
時
難
豪
傑
如
雲
、
而
各
有
鎮
守
、

惟
退
閑
総
兵
李
成
梁
、
素
有
威
望
、
紀
律
厳
明
、
諸
子
家
丁
、
武
勇
可
任
、
又
聞
寧
夏
哱
承
恩
父
子
、
号
為
猛
猂
、
而
不
知
李
氏

父
子
之
遠
出
其
上
也
。
義
激
於
中
、
且
時
不
可
緩
、
挙
其
所
知
、
期
於
必
克
、
而
不
暇
慮
者
、
非
見
不
及
、
亦
断
之
、
以
理
耳
。

李
氏
父
子
、
即
為
狼
子
野
心
、
自
取
覆
滅
、
但
当
防
之
。
於
遼
東
握
兵
之
時
、
而
不
当
防
之
、
於
廃
棄
離
任
之
後
。
蓋
遼
東
専
制

一
方
、
非
若
延
・
綏
・
固
原
之
峙
立
也
。
将
領
多
其
親
属
、
非
若
張
臣
・
董
一
元
之
散
主
也
。
況
在
昔
危
疑
不
安
、
而
今
則
明
主

洞
察
矣
。
不
以
疑
之
之
日
、
肆
其
不
肖
之
心
、
而
於
信
之
之
日
、
反
為
赤
属
之
計
。
其
愚
悖
速
禍
、
又
出
劉
東
暘
・
許
朝
之
下
矣
。

謂
成
梁
為
之
乎
。
科
臣
王
徳
完
、
思
深
慮
遠
、
知
無
不
言
。
臣
所
敬
服
、
願
与
同
心
。
今
謂
臣
薦
之
太
過
、
臣
実
媿
之
。
但
云
献

議
、
自
彼
恐
天
下
聞
之
、
以
為
禍
本
、
則
慎
而
過
於
葸
矣
。
天
下
之
人
、
豈
不
知
成
梁
父
子
、
為
臣
所
薦
、
不
過
疏
内
引
徳
完
収

羅
豪
傑
之
言
、
為
得
救
時
之
急
、
且
又
引
賈
希
夷
請
遣
大
臣
之
言
矣
。
豈
賈
希
夷
之
所
謂
大
臣
、
即
徳
完
所
羅
之
豪
傑
。
徳
完
之

豪
傑
、
即
臣
所
薦
之
成
梁
乎
。
若
以
臣
之
言
、
而
追
論
於
徳
完
、
則
徳
完
前
疏
所
引
、
皆
漢
唐
故
事
、
脱
有
不
効
、
亦
将
起
古
人

而
追
其
罪
乎
。
臣
非
不
知
徳
完
之
心
、
為
済
臣
之
所
不
及
、
非
相
悖
也
。
但
用
人
之
道
、
疑
則
勿
用
。
用
則
勿
疑
。
上
而
疑
下
、

必
不
肯
尽
与
之
権
、
下
畏
上
之
疑
、
必
不
敢
尽
行
其
志
、
将
領
因
疑
而
不
受
節
制
、
士
卒
因
疑
而
不
聴
号
令
。
忌
者
因
疑
而
得
肆

其
讒
、
敵
人
因
疑
而
得
行
其
間
、
欲
専
制
也
。
人
曰
非
有
異
志
、
何
以
不
待
奏
報
、
欲
撫
惜
也
。
人
曰
非
有
異
志
。
何
以
要
結
人

心
、
欲
行
法
也
。
人
曰
非
有
異
志
、
何
以
立
威
、
欲
待
釁
也
。
人
曰
非
有
異
志
、
何
以
観
望
或
与
監
軍
謀
而
不
合
。
人
曰
非
有
異

志
、
何
以
不
聴
約
束
或
与
督
撫
期
而
先
発
。
人
曰
非
有
異
志
、
何
以
不
与
同
心
服
而
舎
之
。
則
曰
何
故
縦
有
罪
以
市
恩
抗
而
尽
誅

之
。
則
曰
何
故
多
屠
戮
以
冐
賞
、
脇
之
而
使
其
自
殺
。
則
曰
攘
以
為
功
、
困
之
而
致
其
遁
逃
。
則
曰
縦
以
生
患
、
無
功
則
以
為
怠
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玩
以
養
乱
、
有
功
又
以
為
妄
報
而
欺
罔
、
首
尾
牽
制
、
手
足
束
縛
。
古
如
王
剪
楽
羊
、
或
請
田
宅
而
後
行
。
或
借
投
杼
以
自
況
、

以
孫
権
・
周
瑜
、
義
同
骨
肉
、
必
抜
剣
砍
案
、
而
後
成
功
。
況
未
有
深
信
之
素
、
而
又
示
以
猜
疑
之
端
乎
。
臣
有
疏
云
、
今
之
将
士
、

殺
身
不
足
以
成
名
、
剖
心
無
由
以
自
白
、
辺
事
之
壊
、
所
従
来
久
矣
。
伏
望
陛
下
断
之
宸
袤
、
愽
採
与
論
、
成
梁
父
子
、
稍
有
可

疑
、
速
罷
其
権
、
別
為
調
遣
、
如
万
万
可
以
相
信
、
方
可
虚
心
任
之
。
臣
自
外
吏
、
入
厠
臺
班
、
雖
懐
狗
馬
之
心
、
未
効
涓
埃
之

報
。
若
疑
徒
市
私
恩
不
顧
国
計
、
願
与
成
梁
馳
赴
寧
夏
、
同
心
討
賊
、
不
必
加
以
別
衘
、
仮
之
重
任
、
但
憑
陛
下
威
霊
、
生
平
忠

義
、
賊
知
帰
命
、
則
臣
為
陛
下
之
使
、
奉
揚
恩
赦
、
以
安
反
側
、
負
固
不
服
、
則
臣
為
陛
下
之
将
、
披
堅
執
鋭
、
為
士
卒
先
、
平

定
之
日
、
一
切
事
宜
付
之
魏
学
曽
・
朱
正
色
・
董
一
奎
等
、
聴
其
安
輯
、
以
靖
地
方
。
臣
与
成
梁
、
即
日
還
朝
。
止
求
自
明
、
不

敢
言
功
。
惝
中
途
事
定
、
聞
報
即
返
。
若
其
不
捷
、
則
軍
法
在
焉
。
何
止
薦
挙
非
人
之
罪
。
又
何
至
以
臣
之
罪
、
而
貽
之
他
人
哉
。

兵
機
所
在
、
関
係
重
大
、
惟
陛
下
自
以
疑
信
、
決
其
用
舎
。
若
曰
姑
以
試
之
、
而
使
成
梁
不
敢
自
専
、
則
功
不
可
成
、
患
不
可
測
。

臣
不
若
先
受
狂
躁
之
誅
以
免
誤
国
之
禍
也
。
不
勝
皇
恐
待
命
之
至
。
奉
聖
旨
、
兵
部
知
道
。

と
あ
り
、
李
成
梁
起
用
に
対
す
る
王
徳
完
の
批
判
を
踏
ま
え
つ
つ
、
賈
希
夷
の
言
う
と
こ
ろ
の
大
臣
は
王
徳
完
の
豪
傑
に
当
た
り
、
梅

国
禎
は
彼
ら
の
要
望
す
る
人
物
と
し
て
李
成
梁
が
相
応
し
い
と
論
を
展
開
す
る
。
王
徳
完
の
李
成
梁
起
用
反
対
が
い
つ
な
さ
れ
た
の
か

が
問
題
で
あ
る
が
、
梅
国
禎
の
李
成
梁
推
薦
が
先
述
の
よ
う
に
三
月
二
二
日
よ
り
後
の
三
月
下
旬
と
考
え
、『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年

四
月
庚
寅
朔
（
一
日
）
の
条
に
は
、

遣
寧
遠
伯
李
成
梁
、
督
選
宣
・
大
・
山
西
兵
、
徃
寧
夏
。
従
御
史
梅
国
楨
・
涂
杰
薦
也
。
復
以
兵
部
尚
書
石
星
言
、
起
原
任
副
使
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蔡
可
賢
及
解
餉
職
方
司
主
事
趙
夢
麟
、
俱
赴
督
臣
魏
学
曽
軍
門
、
賛
画
。

と
あ
り
、
寧
遠
伯
李
成
梁
に
宣
府
・
大
同
・
山
西
の
兵
を
授
け
て
寧
夏
に
赴
か
せ
る
こ
と
に
し
た
が
、
こ
れ
は
御
史
の
梅
国
楨
と
涂
杰（
（（
（

の
推
薦
に
よ
る
も
の
で
あ
る
と
す
る
の
で
、
王
徳
完
の
李
成
梁
起
用
反
対
は
梅
国
禎
の
李
成
梁
起
用
案
が
出
る
や
否
や
、
間
髪
を
入
れ

ず
な
さ
れ
た
も
の
で
、
こ
れ
に
対
し
て
梅
国
禎
の
第
二
疏
も
即
座
に
上
呈
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
で
、
三
月
下
旬
の
短
時
日
に
李
成
梁
の

起
用
を
巡
り
、
梅
国
禎
と
王
徳
完
は
激
し
く
や
り
合
っ
た
こ
と
に
な
る
。

李
成
梁
に
つ
い
て
は
和
田
正
広
の
研
究
に
詳
し
い
が（
（1
（

、
遼
東
・
鉄
嶺
衛
の
指
揮
僉
事
を
世
襲
す
る
衛
所
官
家
の
出
身
で
あ
る
李
成
梁

は
嘉
靖
四
三
年
（
一
五
六
四
）
以
前
に
は
祖
職
を
世
襲
し
、
夥
し
い
戦
勝
を
上
げ
て
頭
角
を
現
し
、
隆
慶
四
年
（
一
五
七
〇
）
十
月
に
署

都
督
僉
事
に
昇
格
し
て
遼
東
総
兵
官
と
な
っ
た
。
李
成
梁
が
遼
東
総
兵
官
の
地
位
に
あ
っ
た
時
期
は
隆
慶
四
年
十
月
か
ら
万
暦
十
九
年

（
一
五
九
一
）
十
一
月
ま
で
と
、
万
暦
二
九
年
（
一
六
〇
一
）
三
月
か
ら
同
三
六
年
（
一
六
〇
八
）
六
月
ま
で
の
時
期
で
あ
り
、
合
計
二
九

年
四
ヶ
月
の
長
き
に
亘
っ
た
。
李
成
梁
は
二
度
の
解
任
を
経
験
し
た
が
、
解
任
後
も
皇
帝
の
恩
顧
厚
く
、
北
京
の
邸
宅
で
万
暦
四
六
年

（
一
六
一
八
）
に
没
す
る
ま
で
優
遇
を
受
け
た
。
そ
の
一
門
は
遼
東
鎮
を
中
心
と
し
て
各
地
の
武
官
職
に
就
い
て
栄
達
を
極
め
た
こ
と
で

知
ら
れ
る
。
た
だ
、
李
成
梁
の
こ
の
二
度
の
遼
東
総
兵
官
解
任
は
、
李
一
門
の
隆
盛
に
対
す
る
警
戒
感
が
監
察
の
官
に
広
ま
っ
た
こ
と

や
、
李
成
梁
の
軍
功
が
決
し
て
真
実
の
も
の
で
は
な
く
、
現
地
の
正
規
兵
か
ら
の
搾
取
や
軍
功
の
偽
造
か
ら
成
り
立
っ
て
い
た
た
め
、

辺
政
そ
の
も
の
が
崩
壊
の
危
機
に
立
つ
こ
と
へ
の
鋭
い
批
判
が
あ
っ
た
た
め
で
あ
っ
た
。
こ
の
批
判
・
警
戒
感
は
、
一
度
目
の
解
任
に

際
し
て
は
謀
犯
の
疑
惑
と
な
り
、
二
度
目
の
解
任
に
際
し
て
は
李
朝
側
に
李
成
梁
に
よ
る
朝
鮮
王
朝
奪
取
の
警
戒
感
が
広
ま
る
と
い

う
、
真
偽
不
明
の
流
言
飛
語
に
結
果
し
て
行
っ
た
。
李
成
梁
の
寧
夏
鎮
派
遣
が
取
り
沙
汰
さ
れ
た
の
は
、
ま
さ
に
最
初
の
遼
東
総
兵
官
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解
任
を
受
け
て
、
本
人
が
北
京
の
邸
宅
に
引
き
上
げ
さ
せ
ら
れ
て
い
た
時
期
で
あ
っ
た
の
で
あ
り
、
梅
国
楨
の
提
議
は
激
し
い
論
難
に

直
面
す
る
も
の
で
あ
っ
た
。
ま
た
、『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
四
月
庚
寅
朔
の
条
の
「
ま
た
、
兵
部
尚
書
石
星
の
言
を
以
て
、
原
任
副

使
蔡
可
賢
及
び
解
餉
職
方
司
主
事
趙
夢
麟
を
起
し
、
俱
に
督
臣
魏
学
曽
の
軍
門
に
赴
か
せ
賛
画
せ
し
む
。」
と
あ
る
と
こ
ろ
か
ら
、
提

督
魏
学
曽
に
対
す
る
梃
入
れ
も
梅
国
禎
の
提
議
を
受
け
て
行
わ
れ
た
の
で
あ
ろ
う
。

さ
て
、
こ
の
第
二
疏
の
中
で
重
要
な
点
は
、
梅
国
楨
は
「
必
ず
し
も
加
え
る
に
別
衘
を
以
て
せ
ず
」
と
言
っ
て
、
監
軍
の
肩
書
を
帯

び
る
と
は
言
っ
て
い
な
い
が
、
自
身
が
李
成
梁
と
と
も
に
寧
夏
に
赴
き
、
こ
と
が
終
わ
れ
ば
や
は
り
李
成
梁
と
と
も
に
戻
る
こ
と
を
提

起
し
た
こ
と
で
あ
る
。
つ
ま
り
、
梅
国
楨
自
ら
が
李
成
梁
の
目
付
け
と
し
て
の
役
割
を
買
っ
て
出
た
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
こ
と
に
よ
り
、

李
成
梁
に
対
す
る
朝
廷
内
の
強
い
危
惧
を
抑
え
よ
う
と
し
た
と
見
て
よ
い
。
今
次
の
寧
夏
兵
変
鎮
圧
の
た
め
の
総
兵
官
に
李
成
梁
の
起

用
が
決
ま
っ
た
背
景
に
は
、
そ
も
そ
も
現
地
任
せ
に
し
て
い
て
は
容
易
に
こ
と
が
収
ま
ら
な
い
と
い
う
危
機
感
が
朝
廷
の
中
に
存
在
し

て
い
て
、
こ
れ
に
沿
っ
て
梅
国
禎
が
李
成
梁
の
起
用
を
提
起
し
た
こ
と
が
発
端
で
、
し
か
し
、
こ
れ
に
王
徳
完
が
激
し
く
反
対
し
た
た

め
、
梅
国
禎
が
李
成
梁
と
と
も
に
現
地
に
入
っ
て
行
動
を
監
視
し
、
必
ず
と
も
に
帰
還
す
る
と
訴
え
た
こ
と
で
流
れ
が
決
ま
っ
て
い
っ

た
。
万
暦
二
十
年
当
時
、
礼
科
右
給
事
中
の
地
位
に
あ
っ
た
張
輔
之
は
万
暦
二
十
年
四
月
に
上
奏
し
、
寧
夏
鎮
の
反
乱
部
隊
が
モ
ン
ゴ

ル
勢
力
を
引
き
入
れ
て
結
び
つ
く
こ
と
に
深
い
危
惧
の
念
を
表
し
、
寧
夏
鎮
が
破
ら
れ
れ
ば
九
辺
鎮
全
体
の
危
機
と
な
る
と
し
て
い
て
、

そ
う
な
る
前
に
総
督
魏
学
曽
を
督
励
し
て
防
備
を
固
め
る
と
と
も
に
、
二
ヶ
月
の
間
に
急
い
で
四
鎮
と
宣
府
・
大
同
の
官
兵
を
動
員
す

る
と
と
も
に
、
李
成
梁
を
寧
夏
鎮
に
急
派
す
る
こ
と
を
主
張
し
て
い
る
。
ま
た
、
梅
国
楨
自
ら
監
軍
の
任
務
に
当
た
る
こ
と
を
申
し
出

て
い
る
こ
と
を
大
変
評
価
し
て
い
て
、
特
別
に
裁
可
す
る
こ
と
を
求
め
、「
兵
部
知
り
お
け
（
兵
部
知
道
）」
と
の
神
宗
の
裁
可
を
受
け

た（
（1
（

。
張
輔
之
に
は
李
成
梁
に
対
す
る
ア
レ
ル
ギ
ー
は
な
か
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
、
李
成
梁
の
起
用
に
つ
い
て
は
、
朝
廷
内
で
賛
否
が
分
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か
れ
て
い
た
こ
と
を
示
す
。
し
か
し
、
最
終
的
に
李
成
梁
は
現
地
入
り
し
な
い
こ
と
に
な
る
が
、
こ
の
点
は
節
を
改
め
て
検
討
す
る
。

四
、
李
如
松
の
総
兵
官
起
用
と
梅
国
禎
の
監
軍
就
任
を
め
ぐ
っ
て

『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
四
月
甲
辰
（
十
五
日
）
の
条
に
は
、

命
李
如
松
、
以
原
官
提
督
陝
西
軍
務
充
総
兵
官
、
着
即
赴
鎮
、
督
臣
魏
学
曽
赴
靈
州
、
就
近
調
度
、
撫
臣
朱
正
色
刻
期
過
河
督
率

将
領
剿
賊
。
従
兵
部
言
也
。
仍
命
石
星
居
中
料
理
、
不
必
親
行
。

と
あ
り
、
李
如
松
は
父
親
に
代
わ
っ
て
総
兵
官
と
し
て
寧
夏
鎮
に
赴
く
こ
と
に
な
っ
た
。
四
月
一
日
に
父
の
李
成
梁
が
寧
夏
に
派
遣
さ

れ
る
こ
と
が
決
ま
っ
た
ば
か
り
で
あ
る
の
に
、
な
ぜ
息
子
が
派
遣
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
、
そ
し
て
梅
国
禎
が
監
軍
に
決
ま
っ
て

い
く
過
程
を
、
ま
ず
梅
国
楨
の
伝
記
史
料
を
分
析
し
、
次
に
奏
疏
の
内
容
を
検
討
し
て
み
た
い
。

梅
国
禎
（
一
五
四
二
～
一
六
〇
五
）
は
字
が
克
生
、
湖
広
黄
州
府
麻
城
県
（
現
在
の
湖
北
省
麻
城
市
）
の
出
身
。
万
暦
十
一
年
（
一
五
八
三
）

に
進
士
と
な
り（
（1
（

、
固
安
県
（
現
在
の
河
北
省
廊
坊
市
）
の
知
事
を
振
り
出
し
に
十
三
道
監
察
御
史
を
歴
任
し
、
万
暦
二
十
年
の
寧
夏
鎮
の

兵
変
で
監
軍
御
史
と
な
っ
た
後
は
、
そ
の
功
績
で
太
僕
寺
少
卿
に
昇
進
し
、
兵
部
右
侍
郎
、
総
督
宣
大
山
西
軍
務
な
ど
を
歴
任
し
た
。

そ
の
伝
記
に
は
主
に
二
つ
の
流
れ
が
あ
り
、
そ
の
一
は
徐
本
『
明
史
』
列
伝
巻
八
五
、
梅
国
楨
伝
と
王
鴻
緒
等
撰
『
明
史
稿
』
列
伝
第

一
百
七
、
梅
国
楨
伝
で
あ
り
、
そ
の
内
容
は
『
明
史
』
梅
国
禎
伝
に
受
け
継
が
れ
て
い
て
、
そ
の
冒
頭
部
分
は
、
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国
楨
、
字
克
生
、
麻
城
人
。
少
雄
傑
自
喜
、
善
騎
射
。
挙
万
暦
十
一
年
進
士
。
除
固
安
知
県
。
中
官
詣
国
楨
、
請
収
責
於
民
、
国

楨
偽
令
民
鬻
妻
以
償
。
民
夫
婦
哀
慟
、
中
官
為
毀
券
。
擢
御
史
、
会
拝
反
、
学
曽
師
久
無
功
。
時
寧
遠
伯
李
成
梁
方
被
論
、
廷
議

欲
遣
為
大
将
、
未
敢
決
。
国
楨
独
疏
保
之
。
乃
遣
成
梁
子
如
松
為
提
督
、
将
遼
東
・
宣
・
大
・
山
西
諸
鎮
兵
以
往
。
而
国
楨
監
其

軍
、
遂
与
如
松
至
寧
夏
。

と
あ
り
、
知
県
を
経
て
御
史
で
あ
っ
た
時
に
寧
夏
兵
変
に
際
会
し
た
が
、
現
地
で
は
総
督
魏
学
曽
の
軍
事
対
応
は
全
く
う
ま
く
行
っ
て

い
な
か
っ
た
。
こ
の
当
時
、
李
成
梁
は
遼
東
総
兵
官
の
地
位
を
解
任
さ
れ
た
直
後
で
、
罪
に
問
わ
れ
て
い
た
た
め
、
朝
廷
で
は
大
将
、

つ
ま
り
李
成
梁
を
総
兵
官
に
起
用
し
て
現
地
に
派
遣
す
べ
き
で
あ
る
と
の
議
論
が
あ
っ
た
も
の
の
、
な
か
な
か
結
論
が
出
な
か
っ
た
。

こ
の
中
、
梅
国
楨
一
人
が
上
奏
し
て
李
成
梁
起
用
の
論
陣
を
張
っ
て
い
た
。
そ
の
後
、
李
成
梁
の
息
子
で
あ
る
李
如
松
を
提
督
と
し
て

遼
東
・
宣
府
・
大
同
・
山
西
の
諸
鎮
守
の
軍
隊
を
統
率
し
て
差
し
向
け
る
こ
と
と
な
り
、
梅
国
楨
も
こ
の
軍
の
監
軍
と
し
て
帯
同
す
る

こ
と
に
な
っ
た
の
で
、
つ
い
に
梅
国
楨
は
李
如
松
と
寧
夏
に
至
っ
た
と
す
る
内
容
で
あ
る
。

梅
国
楨
に
関
す
る
伝
記
の
そ
の
二
は
『
牧
齋
初
学
集
』
巻
六
四
、
神
道
碑
三
、
通
議
大
夫
兵
部
右
侍
郎
兼
都
察
院
右
僉
都
御
史
贈
副

都
御
史
梅
公
神
道
碑
銘
で
あ
り
、
ま
た
、
清
代
の
徐
開
任
編
輯
『
明
名
臣
言
行
録
』
巻
第
七
五
、
侍
郎
梅
公
国
禎
は
『
牧
齋
初
学
集
』

所
載
の
神
道
碑
銘
を
要
約
し
た
も
の
で
あ
る
。
こ
れ
に
対
し
、『
皇
明
世
説
新
語
』
巻
四
・
巻
五
、『
公
槐
集
』
巻
六
、「
名
臣
謚
議
」、『
珂

雪
齋
前
集
』
巻
十
六
・『
珂
雪
齋
近
集
』
巻
七
、「
梅
大
中
丞
伝
」、『
明
詩
紀
事
』
巻
十
四
、
庚
籤
、『
皇
明
世
説
新
語
』
巻
之
四
、
賞

誉
の
条
の
梅
国
楨
伝
は
め
ぼ
し
い
情
報
を
載
せ
な
い
。

そ
こ
で
、『
牧
齋
初
学
集
』
所
載
の
神
道
碑
銘
（『
二
学
集
碑
伝
』
所
収
）
を
見
て
み
る
と
、
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寧
遠
伯
李
成
梁
父
子
、
威
名
素
著
、
諸
子
・
家
丁
驍
勇
慣
戦
、
賊
夷
・
雑
種
、
出
入
辺
徼
、
心
軽
中
国
、
独
憚
李
氏
耳
。
請
以
西

事
委
成
梁
、
擇
文
臣
知
兵
者
、
監
其
軍
、
天
威
既
臨
、
不
敢
四
出
。
魚
游
釜
中
、
勢
必
自
乱
、
附
近
営
路
、
恃
以
無
恐
、
他
方
観

望
、
憚
而
自
戢
失
、
此
不
図
、
吾
不
知
其
所
終
也
。
神
廟
深
以
為
然
、
朝
議
方
憚
兵
、
又
憂
李
氏
跋
扈
不
宜
。
仮
以
兵
柄
、
衆
懼

恟
恟
。
給
事
中
王
徳
完
惶
遽
自
列
曰
、
臣
所
謂
収
録
豪
傑
、
非
為
李
氏
也
。
異
時
有
変
、
幾
得
無
連
坐
。
公
歎
曰
、
人
臣
謀
国
不
忠
、

一
至
於
此
乎
。
復
抗
疏
極
論
、
中
朝
果
疑
李
氏
当
在
遼
東
握
兵
之
時
、
不
在
廃
閑
罷
鎮
之
日
、
李
氏
即
有
異
志
、
亦
在
危
疑
不
安

之
時
、
不
在
明
主
洞
察
之
後
。
伏
望
陛
下
断
自
宸
衷
、
可
疑
即
別
為
調
遣
、
可
信
即
立
加
委
任
。
臣
願
与
成
梁
馳
赴
寧
夏
、
同
心

討
賊
、
賊
知
帰
命
、
則
臣
為
陛
下
之
使
、
奉
揚
恩
赦
以
安
、
反
側
負
固
不
服
、
則
臣
為
陛
下
之
将
、
披
堅
執
鋭
為
士
卒
先
。
事
平

之
日
、
臣
与
成
梁
即
日
還
朝
。
止
求
自
明
、
不
敢
言
功
。
若
其
不
捷
軍
法
、
具
在
不
敢
以
臣
之
罪
、
貽
累
他
人
也
。
上
以
成
梁
老

姑
徐
行
、
命
公
監
如
松
軍
、
以
往
。

と
あ
る
。
前
掲
の
『
明
史
』
梅
国
楨
伝
に
お
い
て
、
梅
国
楨
は
李
成
梁
起
用
の
論
陣
を
張
っ
て
い
た
も
の
の
、
な
ぜ
結
果
と
し
て
李
如

松
が
起
用
さ
れ
る
こ
と
に
な
っ
た
の
か
は
判
然
と
し
な
い
。
こ
れ
に
対
し
梅
国
楨
の
神
道
碑
銘
を
見
て
い
く
と
、
李
成
梁
父
子
と
そ
の

軍
隊
は
勇
猛
な
上
に
戦
い
慣
れ
し
て
い
て
、
辺
境
に
出
入
り
す
る
遊
牧
勢
力
も
中
国
（
明
朝
）
は
軽
ん
じ
て
も
李
成
梁
だ
け
は
懼
れ
る
。

従
っ
て
、
西
事
（
寧
夏
兵
変
の
こ
と
）
に
対
し
て
は
李
成
梁
を
派
遣
し
、
そ
の
軍
に
は
軍
事
に
精
通
し
た
文
官
を
監
軍
と
し
て
帯
同
さ
せ

る
こ
と
が
一
番
よ
い
と
し
て
、
梅
国
楨
は
李
成
梁
の
起
用
を
提
案
し
た
の
で
あ
っ
た
。
た
だ
、
朝
廷
内
に
お
い
て
は
李
成
梁
が
遼
東
総

兵
官
だ
っ
た
時
に
謀
犯
の
疑
い
が
あ
り
、
彼
に
軍
を
任
せ
る
こ
と
に
根
強
い
異
論
が
あ
っ
て
、
梅
国
楨
は
そ
の
こ
と
を
承
知
し
た
上
で
、

そ
の
疑
い
に
つ
い
て
は
今
次
の
件
と
切
り
離
す
べ
き
で
、
李
成
梁
を
寧
夏
に
派
遣
す
る
な
ら
ば
、
梅
国
楨
自
ら
そ
の
軍
に
帯
同
し
て
現
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地
に
赴
き
、
平
定
後
は
必
ず
李
成
梁
を
伴
っ
て
帰
朝
す
る
と
主
張
し
た
の
で
あ
っ
た
。
こ
れ
に
対
し
て
、
神
宗
は
李
成
梁
が
老
い
て
い

る
の
で
、
取
り
敢
え
ず
ゆ
っ
く
り
行
か
せ
る
こ
と
と
し
て
、
李
如
松
の
出
軍
を
命
じ
、
梅
国
禎
に
監
視
さ
せ
る
こ
と
に
し
た
の
で
あ
っ

た
。こ

の
こ
と
に
つ
い
て
、『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
四
月
乙
巳
（
十
六
日
）
の
条
に
、

① 

浙
江
道
御
史
梅
国
楨
題
、
寧
夏
之
変
、
臣
知
禍
必
不
小
。
故
両
疏
謂
、
遅
一
日
、
則
禍
深
一
日
。
今
果
勾
虜
為
援
、
勢
且
蔓
延

矣
。
非
近
拠
靈
州
、
則
遠
襲
潼
関
、
恐
終
非
魏
学
曽
所
能
定
也
。

②
若
聴
其
遷
延
不
決
、
臣
徒
抱
赤
心
、
当
別
図
以
死
報
陛
下
耳
。

③
上
命
国
楨
、
即
同
李
如
松
前
徃
、
監
軍
并
紀
功
次
。

と
あ
る
（
便
宜
上
、
内
容
を
①
②
③
に
分
類
）。
こ
れ
は
『
西
征
集
』
の
第
三
疏
が
対
応
し
て
お
り
、

為
西
事
危
急
人
心
洶
懼
、
懇
乞
宸
断
、
以
保
疆
圉
事
。
①
臣
自
寧
夏
兵
変
、
逆
知
禍
必
不
小
。
故
両
具
疏
請
、
謂
稍
遅
一
日
、
則

禍
深
一
日
、
仰
蒙
聖
明
洞
見
事
幾
、
以
臣
言
為
是
、
不
知
何
故
、
竟
格
不
行
、
則
臣
無
可
奈
何
矣
。
及
督
臣
魏
学
曽
七
次
具
奏
、

云
逆
賊
勾
虜
不
来
、
我
兵
漸
逼
臨
近
、
奪
獲
舡
隻
牛
羊
、
各
賊
局
縮
求
撫
。
人
以
為
喜
、
臣
独
憂
之
、
即
欲
具
疏
自
思
前
当
危
懼

之
時
、
尚
以
臣
為
躁
妄
、
則
今
懈
怠
之
日
、
更
以
言
為
不
祥
。
惟
時
時
対
人
言
之
、
或
疑
、
或
信
。
独
都
察
院
経
歴
劉
黄
裳
、
原

任
尚
宝
司
少
卿
周
弘
禴
、
深
以
為
然
、
相
対
欷
歔
、
至
於
泣
下
。
今
不
来
者
、
已
勾
至
内
地
、
局
縮
者
、
已
領
兵
出
城
、
但
著
力
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等
酋
乃
乎
素
効
順
之
虜
、
所
領
人
馬
、
皆
畸
零
老
弱
之
衆
、
不
過
以
嘗
試
我
耳
。
効
順
者
不
駆
之
去
、
則
兇
逆
者
進
矣
。
老
弱
者

不
制
其
命
、
則
精
強
者
進
矣
。
日
益
月
盛
、
兇
謀
愈
堅
、
而
最
可
恨
者
、
賊
与
境
外
同
心
、
而
我
之
軍
中
異
志
、
賊
有
密
謀
石
画
、

而
我
皆
浮
言
乱
議
、
賊
以
招
安
綏
我
、
而
我
以
招
安
自
綏
、
賊
之
兵
勢
日
集
、
而
我
之
士
気
不
振
。
賊
得
我
之
言
、
皆
疑
其
詐
、

而
我
得
賊
之
言
、
即
信
為
真
賊
之
挙
動
。
我
不
得
聞
、
而
我
之
秘
謀
、
賊
已
先
覚
。
賊
以
知
者
謀
之
而
必
行
、
而
我
以
不
知
者
敗

之
而
中
止
。
陛
下
考
覧
往
古
、
諳
暁
兵
機
、
曽
有
如
此
用
兵
、
而
不
至
憤
事
者
乎
。
今
拠
魏
学
曽
之
報
、
在
三
月
二
十
九
日
、
及

今
半
月
余
矣
。
恐
彼
中
事
体
、
已
不
可
知
、
而
議
論
者
、
方
甲
可
乙
否
、
務
相
求
勝
、
当
事
者
、
方
東
遷
西
就
、
不
敢
主
張
、
即

奉
明
旨
、
亦
朝
更
夕
改
、
莫
肯
奉
行
。
臣
恐
賊
勢
既
合
、
必
不
肯
坐
守
孤
城
。
非
近
拠
霊
州
、
則
遠
襲
潼
関
、
効
尤
者
脱
申
而
呼
、

思
乱
者
掲
竿
而
応
、
不
惟
全
陝
騒
動
天
下
事
大
有
可
憂
。
臣
初
聞
変
之
時
、
知
寧
夏
非
魏
学
曽
之
所
能
定
。
故
請
為
調
遣
。
今
見

此
挙
動
、
又
知
非
此
時
紛
紛
者
之
所
能
弁
也
。
臣
之
所
望
在
陛
下
一
人
耳
。
伏
乞
念
人
心
不
可
揺
動
、
禍
患
不
可
滋
蔓
、
大
奮
乾

断
、
或
召
大
臣
・
科
道
、
面
陳
可
否
、
或
謀
之
密
勿
、
裁
之
宸
衷
、
特
発
厳
旨
、
毅
然
必
行
、
不
得
更
緩
、
庶
廟
議
可
定
、
人
心

稍
振
、
雖
用
力
視
前
百
倍
、
而
事
猶
不
至
大
壊
也
。
②
若
聴
其
煩
擾
、
遷
延
不
決
。
臣
徒
抱
赤
心
、
言
不
見
信
、
惟
待
事
壊
之
後
、

別
面
自
効
、
②
以
死
報
陛
下
耳
。
不
敢
更
為
煩
瀆
也
。
臣
無
任
憤
切
祈
望
之
至
。
③
奉
聖
旨
、
梅
国
禎
就
着
同
李
如
松
前
去
監
軍

并
紀
録
功
次
。
兵
部
知
道
。

と
あ
る
よ
う
に
、
梅
国
禎
の
上
奏
と
そ
れ
へ
の
神
宗
の
指
示
を
踏
ま
え
た
も
の
で
あ
る
。
第
二
疏
が
李
成
梁
派
遣
に
結
実
し
た
も
の
の
、

梅
国
禎
が
監
視
役
と
し
て
同
行
す
る
こ
と
ま
で
裁
可
さ
れ
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
ま
た
、
そ
の
後
、
梅
国
禎
が
第
三
疏
を
上
奏
し
た

背
景
に
は
、
李
成
梁
出
軍
が
ス
ピ
ー
デ
ィ
に
進
ま
な
か
っ
た
事
情
が
あ
っ
た
も
の
と
思
わ
れ
る
。
恐
ら
く
朝
廷
内
で
の
李
成
梁
派
遣
へ
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の
反
発
が
強
か
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
苛
立
っ
た
梅
国
禎
は
第
三
疏
に
お
い
て
李
成
梁
出
軍
を
催
促
し
た
と
こ
ろ
、
四
月
十
五
日

に
李
如
松
の
総
兵
官
起
用
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

こ
れ
に
対
し
、『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
四
月
丁
未
（
十
八
日
）
の
条
に
は
、

初
、
科
臣
王
徳
完
極
論
都
督
李
如
松
父
子
不
宜
、
更
叨
兵
権
。
于
是
、
如
松
自
言
憂
危
畏
、
譏
之
、
身
当
戡
乱
定
変
之
任
、
万
一

指
摘
再
及
、
無
論
心
分
気
索
、
且
不
知
死
所
矣
。
上
以
如
松
素
称
勇
、
敢
命
竭
力
討
賊
、
不
必
疑
慮
固
辞
。

と
あ
り
、
李
如
松
も
科
臣
王
徳
完
か
ら
の
激
し
い
論
難
を
浴
び
る
こ
と
と
な
り
、
任
務
を
辞
退
す
べ
き
か
で
迷
う
よ
う
に
な
り
、
神
宗

か
ら
慰
留
さ
れ
た
。
そ
も
そ
も
王
徳
完
は
李
成
梁
父
子
を
批
判
し
て
い
た
の
で
あ
り
、
李
成
梁
が
李
如
松
に
代
わ
っ
た
か
ら
と
い
っ
て

攻
撃
の
手
を
緩
め
る
よ
う
な
こ
と
は
な
か
っ
た
。
当
時
、
王
徳
完
は
兵
科
給
事
中
か
ら
戸
科
右
給
事
中
に
な
っ
た
ば
か
り
で
あ
っ
た（

（1
（

。

こ
の
王
徳
完
は
和
田
正
広
が
引
用
し
た
よ
う
に（
（1
（

、『
明
実
録
』
万
暦
十
九
年
八
月
癸
巳
朔
（
一
日
）
の
条
に
、

時
遼
東
敝
壊
已
極
、
辺
臣
罔
欺
太
甚
、
科
臣
王
徳
完
以
李
成
梁
・
李
如
松
一
門
兵
権
太
盛
、
乞
量
加
裁
抑
。
上
以
秋
防
在
邇
、
李

成
梁
父
子
都
着
策
励
供
職
。

と
あ
り
、
遼
東
鎮
の
辺
政
が
乱
れ
て
い
る
の
は
李
成
梁
・
李
如
松
一
門
の
専
横
に
よ
る
も
の
だ
と
激
し
く
糾
弾
し
た
こ
と
が
あ
っ
た
。

な
お
、『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
四
月
己
酉
（
二
〇
日
）
の
条
に
、
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鎮
守
遼
東
総
兵
官
寧
遠
伯
李
成
梁
、
以
科
臣
王
徳
完
拒
虎
進
狼
之
劾
及
御
史
龔
文
選
責
成
策
励
之
疑
、
乞
免
督
兵
寧
鎮
。
詔
赴
京

候
遣
、
不
准
辞
。

と
あ
る
よ
う
に
、
李
成
梁
は
王
徳
完
や
龔
文
選
な
ど
か
ら
の
弾
劾
を
踏
ま
え
て
寧
夏
鎮
に
赴
い
て
督
兵
す
る
こ
と
か
ら
の
辞
退
を
願
っ

た
。
た
だ
、
神
宗
は
李
成
梁
の
辞
退
を
許
さ
ず
、
北
京
で
派
遣
を
待
つ
よ
う
指
示
し
た
。
つ
ま
り
、
梅
国
楨
ら
か
ら
の
推
薦
を
受
け
て

朝
廷
で
は
李
成
梁
の
寧
夏
鎮
派
遣
に
つ
い
て
検
討
し
た
も
の
の
、
王
徳
完
ら
か
ら
の
激
し
い
弾
劾
に
晒
さ
れ
た
李
成
梁
自
身
か
ら
督
兵

の
辞
退
の
申
し
出
が
あ
っ
た
。
し
か
し
、
神
宗
は
そ
の
申
し
出
を
許
さ
ず
、
北
京
で
派
遣
の
日
を
待
つ
よ
う
指
示
し
た
。
つ
ま
り
、
李

成
梁
の
寧
夏
派
遣
が
取
り
や
め
に
な
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
先
に
息
子
の
李
如
松
を
派
遣
し
、
の
ち
に
李
成
梁
を
派
遣
す
る
と
い
う
二

段
構
え
で
あ
っ
た
。
ま
た
、
前
掲
『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
四
月
丁
未
（
十
八
日
）
の
条
に
は
、

詔
発
行
軍
犒
賞
銀
二
十
万
、
賞
従
征
寧
夏
軍
丁
每
名
二
両
。
其
中
、
軍
千
把
総
等
官
、
聴
総
督
酌
給
、
余
備
臨
陣
先
登
斬
獲
等
用
。

と
あ
り
、
李
如
松
の
出
陣
に
備
え
て
即
日
、
行
軍
犒
賞
銀
二
十
万
両
が
発
出
さ
れ
、『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
四
月
戊
申
（
十
九
日
）
の

条
に
、鋳

給
李
如
松
討
逆
軍
務
関
防
。
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と
あ
る
よ
う
に
関
防
印
が
支
給
さ
れ
、『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
四
月
己
酉
（
二
〇
日
）
の
条
に
、

詔
、
大
同
参
将
孫
仁
・
昌
平
遊
撃
趙
夢
麟
・
宣
府
坐
営
頗
貴
、
聴
李
如
松
委
用
。
都
司
李
如
樟
等
仍
聴
委
、
押
兵
馬
、
赴
鎮
。

と
あ
る
よ
う
に
、
大
同
・
昌
平
・
宣
府
か
ら
将
領
を
李
如
松
指
揮
下
へ
組
み
込
み
、
李
如
樟
が
李
如
松
麾
下
で
部
隊
を
率
い
て
寧
夏
鎮

に
赴
く
こ
と
が
決
ま
っ
た
。『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
四
月
甲
寅
（
二
五
日
）
の
条
に
、

発
馬
価
銀
三
千
、
給
監
軍
御
史
梅
国
楨
・
督
軍
李
如
松
、
沿
途
犒
賞
。

と
あ
る
よ
う
に
、
馬
価
銀
三
千
両
が
支
給
さ
れ
て
、
移
動
を
潤
滑
に
行
う
た
め
の
恩
賞
の
資
金
と
な
っ
た
。
ま
た
、『
明
実
録
』
万
暦

二
十
年
七
月
癸
酉
（
十
六
日
）
の
条
に
、

総
督
参
辺
魏
学
曽
題
、
六
月
十
九
日
、
撫
臣
葉
夢
熊
・
朱
正
色
・
主
事
趙
夢
麟
・
副
使
蔡
可
賢
、
定
議
攻
城
、
斬
級
四
十
余
顆
・

生
擒
七
十
余
名
。
城
中
射
出
両
帖
子
述
、
各
賊
防
守
窘
迫
、
及
官
兵
進
攻
、
計
画
甚
詳
。
乞
竭
力
尅
期
、
以
便
内
応
。
又
、
監
軍

御
史
梅
国
楨
・
提
督
軍
務
李
如
松
兵
馬
已
到
寧
鎮
、
似
可
計
日
成
功
。
疏
下
兵
部
。

と
あ
る
よ
う
に
、
こ
の
日
、
梅
国
楨
と
李
如
松
は
寧
夏
鎮
に
到
着
し
た
の
で
あ
っ
た
。
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そ
れ
で
は
梅
国
禎
の
監
軍
御
史
任
命
は
い
つ
行
わ
れ
た
で
あ
ろ
う
か
。『
明
実
録
』
の
記
録
で
は
前
述
の
万
暦
二
一
年
四
月
十
六
日

が
一
番
早
い
。
次
に
『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
四
月
丙
午
（
十
七
日
）
の
条
に
、

大
学
士
趙
志
臯
・
張
位
言
、
御
史
梅
国
楨
憤
寧
変
未
平
、
有
請
纓
自
徃
意
。
已
奉
旨
令
、
徃
監
軍
、
而
兵
部
所
開
知
兵
司
属
楊
于

庭
、
復
蒙
欽
點
。
恐
両
遣
行
事
未
便
。
乞
収
成
命
。

と
あ
る
よ
う
に
、
梅
国
楨
は
寧
夏
の
兵
変
が
未
だ
平
定
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
に
憤
激
し
て
、
自
ら
現
地
に
赴
く
こ
と
を
志
願
す
る
上
奏

を
行
い
、
監
軍
御
史
に
任
命
さ
れ
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。
こ
の
よ
う
な
記
事
を
見
て
来
る
と
、
梅
国
楨
の
監
軍
は
李
如
松
の
総
兵
官

任
用
の
翌
日
で
あ
る
十
六
日
と
し
て
よ
い
の
で
は
な
い
か
と
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。
ま
た
、『
西
征
集
』
冒
頭
に
は
監
軍
梅
国
禎
に
与

え
ら
れ
た
勅
書
が
掲
げ
ら
れ
て
い
て
、

勅
監
軍
御
史
梅
国
禎
、
近
因
寧
夏
兵
変
勾
虜
擾
辺
。
已
命
総
兵
李
如
松
帯
領
遼
東
並
調
宣
・
大
・
山
・
陝
兵
馬
与
各
鎮
将
官
会
集

征
勦
以
靖
辺
陲
。
特
命
爾
前
去
監
軍
。
惟
爾
慷
慨
談
兵
、
激
切
任
事
。
故
有
是
命
。
用
兵
之
時
、
爾
宜
親
詣
陣
所
、
監
督
官
兵
、

稽
察
軍
務
、
紀
験
功
次
。
凡
賊
勢
緩
急
、
虜
情
虚
実
、
陸
続
具
報
。
其
将
官
敢
有
臨
陣
退
縮
抗
違
観
望
、
不
用
命
者
、
即
時
参
奏
、

事
定
之
後
、
一
切
功
罪
重
軽
従
実
査
覈
明
白
、
以
憑
賞
罰
。
爾
憲
臣
、
宜
尽
心
秉
公
、
不
許
狗
情
隠
護
、
亦
毋
得
自
執
已
見
輙
有

侵
撓
以
悞
軍
機
。
爾
其
欽
哉
。
故
勅
。
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と
あ
り
、「
万
暦
二
十
年
四
月
二
十
一
日
」
の
日
付
と
「
広
運
之
寶
」
の
皇
帝
印
が
押
印
さ
れ
て
い
た
こ
と
が
示
さ
れ
る
。
す
で
に
監

軍
に
任
命
さ
れ
た
梅
国
楨
に
対
し
て
、
具
体
的
な
指
示
が
下
さ
れ
た
の
が
二
一
日
で
あ
っ
た
の
で
あ
る
。

五
、
監
軍
と
巡
按

と
も
あ
れ
、
梅
国
楨
は
李
如
松
の
軍
に
帯
同
し
て
寧
夏
入
り
し
た
わ
け
で
あ
る
が
、
そ
も
そ
も
現
地
で
は
軍
に
対
す
る
監
察
が
行
わ

れ
て
い
た
こ
と
は
、
前
述
の
通
り
、
梅
国
禎
の
奏
疏
に
お
い
て
、
巡
撫
黨
馨
に
関
わ
る
調
査
を
兵
科
都
給
事
中
に
命
じ
て
巡
按
陝
西
監

察
御
史
と
合
同
で
行
う
こ
と
を
提
起
し
て
い
る
こ
と
で
分
か
る
。
寧
夏
鎮
は
巡
按
陝
西
監
察
御
史
の
監
察
エ
リ
ア
に
入
る
わ
け
で
あ
る

か
ら
、
現
地
の
巡
按
が
監
軍
の
役
割
を
果
た
し
て
も
不
思
議
は
な
い
の
で
あ
る
が
、
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
梅
国
禎
を
監
軍
と
し
て
現
地

に
送
る
こ
と
に
は
問
題
な
か
っ
た
の
で
あ
ろ
う
か
。

そ
こ
で
、
当
時
の
巡
按
陝
西
で
あ
る
李
本
固
の
記
事
を
検
索
し
て
み
る
と
、『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
三
月
甲
子
（
四
日
）
の
条
に
は
、

巡
按
陜
西
御
史
李
本
固
言
、
秦
自
洮
河
中
虜
民
困
已
極
。
况
頻
年
、
荒
旱
流
亡
、
十
七
有
司
奉
征
求
。
近
例
参
罰
、
既
厳
鞭
箠
益
酷
、

哀
哀
煢
独
、
寧
能
堪
此
。
乞
将
延
安
・
慶
陽
・
平
凉
三
郡
、
止
徵
見
年
尽
免
帯
徵
。
戸
部
覆
称
、
御
史
為
窮
民
請
命
良
是
、
但
民

運
乃
辺
餉
所
関
、
此
減
、
則
彼
缺
。
宜
量
免
十
四
・
十
五
。
二
年
帯
徵
、
以
昭
軫
恤
至
意
。
上
従
之
。

と
あ
り
、
基
本
的
に
陝
西
省
内
の
旱
魃
に
よ
る
飢
饉
に
よ
り
虜
民
の
困
窮
が
甚
だ
し
く
な
っ
て
い
る
の
で
、
延
安
・
慶
陽
・
平
凉
各
府
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の
今
年
の
税
徴
収
を
免
除
し
て
ほ
し
い
と
の
嘆
願
で
あ
り
、
戸
部
は
窮
民
を
救
お
う
と
す
る
気
持
ち
は
分
か
る
が
、
税
徴
収
を
止
め
る

こ
と
は
民
運
を
停
止
す
る
こ
と
と
な
り
、
そ
う
す
る
と
今
度
は
辺
鎮
へ
の
食
糧
供
給
が
止
ま
る
こ
と
と
な
り
、
兵
士
が
飢
え
る
こ
と
に

な
る
。
そ
こ
で
徴
収
の
四
割
か
ら
五
割
を
免
じ
て
は
ど
う
か
と
提
案
し
て
い
て
、
こ
の
案
が
裁
可
さ
れ
て
い
る
。
次
に
、『
明
実
録
』

万
暦
二
十
年
四
月
癸
巳
（
四
日
）
の
条
に
は
、

巡
按
陝
西
御
史
李
本
固
、
竣
差
以
病
請
。
上
曰
、
御
史
差
竣
、
輙
多
請
告
、
不
復
命
。
政
體
謂
何
。
下
所
司
査
奏
。

と
あ
る
が
、
こ
れ
は
病
気
を
理
由
に
陝
西
へ
の
派
遣
を
止
め
て
ほ
し
い
と
の
請
願
で
あ
り
、
寧
夏
鎮
の
兵
変
が
燃
え
盛
る
最
中
の
こ
と

で
あ
っ
た
。
恐
ら
く
こ
れ
を
以
て
李
本
固
は
陝
西
を
離
れ
た
も
の
と
思
わ
れ
、『
明
実
録
』
万
暦
二
二
年
六
月
甲
戌
（
二
七
日
）
の
条
に
、

雲
南
巡
按
李
本
固
疏
言
、
中
国
何
負
於
緬
、
緬
亦
何
憾
於
中
国
、
独
亦
思
化
為
兵
端
。
因
数
化
五
罪
、
且
不
能
為
我
藩
籬
、
而
貽

患
中
国
。
請
或
置
之
潞
江
、
或
小
隴
川
等
処
、
勿
聴
其
徑
、
帰
蛮
莫
即
以
沃
壤
為
蛮
哈
等
練
関
堡
之
屯
、
不
然
即
以
地
給
附
近
諸

夷
、
籍
名
為
戍
。
猶
勝
客
兵
又
不
然
、
即
空
其
地
、
使
緬
無
所
略
、
而
易
舍
棄
、
則
属
夷
挑
釁
之
端
、
自
塞
矣
。
詔
下
兵
部
。

と
あ
る
よ
う
に
、
二
年
後
に
は
巡
按
雲
南
監
察
御
史
と
し
て
の
彼
の
名
前
を
見
る
こ
と
が
で
き
る
。
そ
れ
で
は
李
本
固
の
後
は
ど
う

な
っ
た
か
と
言
え
ば
、『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
六
月
丙
午
（
十
八
日
）
の
条
に
は
、

 143 



陜
西
巡
按
御
史
劉
芳
誉
等
奏
、
甘
凉
孤
懸
河
外
、
延
袤
曠
闊
。
国
初
、
令
洮
・
岷
・
臨
・
鞏
班
軍
、
更
番
防
禦
。
意
良
深
遠
、
撫

臣
葉
夢
熊
、
先
撫
河
東
、
議
撤
以
守
臨
河
及
撫
河
西
旋
、
欲
議
復
而
河
東
撫
。
臣
已
遵
前
諭
、
分
営
着
伍
矣
。
始
有
加
糧
、
助
餉

之
疏
、
臣
謂
糧
餉
似
不
可
加
、
召
募
似
不
可
得
、
而
班
軍
有
不
容
、
不
再
議
者
。
宜
命
総
督
・
大
臣
主
持
。
其
間
、
如
東
西
孰
衝

餉
價
、
孰
廉
募
兵
、
孰
便
必
求
、
至
当
無
失
祖
宗
立
法
之
意
、
亦
無
減
臨
河
戍
守
之
卒
可
也
。
疏
下
所
司
。

と
あ
り
、
こ
の
月
か
ら
巡
按
陜
西
監
察
御
史
に
劉
芳
誉
の
名
前
が
見
え
る
が
、
こ
の
上
奏
は
甘
粛
方
面
の
防
備
に
つ
い
て
の
も
の
で
あ

り
、
寧
夏
兵
変
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。
ま
た
『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
九
月
庚
辰
（
二
四
日
）
の
条
に
は
、

陜
西
按
臣
劉
芳
誉
劾
靖
虜
参
将
尹
濂
掩
敗
虚
報
。
兵
部
覆
議
、
尹
濂
不
能
禦
虜
、
妄
報
、
飾
罪
。
命
巡
按
御
史
、
逮
治
。

と
あ
る
が
、
靖
虜
参
将
尹
濂
が
モ
ン
ゴ
ル
の
侵
入
を
防
ぎ
き
れ
な
か
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
虚
偽
の
報
告
を
し
て
い
た
こ
と
を
弾
劾
し

た
も
の
で
、
巡
按
に
命
じ
て
尹
濂
を
拘
束
す
る
こ
と
に
な
っ
た
と
い
う
も
の
で
あ
り
、
こ
れ
も
寧
夏
兵
変
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。

『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
十
月
丙
申
（
十
日
）
の
条
に
は
、

靖
虜
兵
糧
道
苑
馬
寺
少
卿
王
亮
、
移
家
避
虜
、
致
将
官
尹
濂
隠
匿
辺
情
、
為
陜
西
按
臣
劉
芳
誉
論
劾
。
得
旨
、
王
亮
以
新
任
苑
馬

寺
卿
、
降
一
級
用
。
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と
あ
り
、
前
掲
の
尹
濂
の
事
件
に
関
連
し
て
靖
虜
兵
糧
道
苑
馬
寺
少
卿
の
王
亮
が
処
分
さ
れ
た
も
の
で
、
苑
馬
寺
卿
に
任
じ
ら
れ
る
に

つ
き
、
一
級
俸
給
ラ
ン
ク
を
下
げ
て
の
任
用
と
な
っ
た
。
こ
れ
も
寧
夏
兵
変
に
関
わ
る
も
の
で
は
な
い
。『
明
実
録
』
万
暦
二
一
年
四

月
丁
酉
（
十
三
日
）
の
条
に
は
、

戸
部
題
、
慶
藩
橫
遭
哱
逆
。
先
該
巡
撫
朱
正
色
将
馬
価
銀
二
千
八
百
余
両
分
送
慶
世
子
及
各
宗
養
贍
。
今
御
史
劉
芳
誉
又
奏
、
諸

宗
死
節
被
害
男
婦
不
等
、
俱
応
卹
録
合
議
、
動
支
銀
一
万
両
、
賫
彼
賑
助
。
上
曰
、
遭
乱
貧
宗
賑
卹
、
宜
厚
還
、
再
加
銀
五
千
両
、

速
発
去
。

と
あ
り
、
戸
部
の
題
奏
で
、
慶
藩
が
寧
夏
兵
変
に
よ
っ
て
死
者
を
出
し
た
た
め
、
巡
撫
朱
正
色
が
馬
価
銀
か
ら
二
八
〇
〇
両
余
を
支
出

し
て
援
助
を
す
る
こ
と
に
な
っ
た
こ
と
に
つ
い
て
、
劉
芳
誉
は
上
奏
し
て
、
各
藩
王
家
に
お
い
て
被
害
の
程
度
は
等
し
く
な
い
の
で
、

援
助
額
に
つ
い
て
合
議
し
、
一
万
両
を
支
出
し
て
助
け
と
し
た
い
と
提
議
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
に
つ
い
て
、
神
宗
は
貧
し
い
藩
王
家

を
助
け
る
た
め
、
更
に
五
千
両
を
上
積
み
し
て
速
や
か
に
発
給
す
る
こ
と
を
指
示
し
て
い
る
。
こ
の
こ
と
で
は
劉
芳
誉
は
寧
夏
兵
変
の

後
始
末
に
携
わ
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
ま
た
、『
明
実
録
』
万
暦
二
一
年
四
月
丙
午
（
二
二
日
）
の
条
に
は
、

礼
部
覆
、
哱
賊
倡
乱
、
慶
憲
王
妃
方
氏
、
節
烈
。
里
合
建
、
祠
其
死
節
。
指
揮
趙
承
先
母
李
氏
・
妻
李
氏
・
百
戸
陳
縉
妻
梅
氏
・

冠
帯
官
熊
彦
吉
妻
林
氏
・
千
戸
楊
湛
母
朱
氏
・
楊
寀
妻
范
氏
・
白
縉
母
王
氏
・
明
理
妻
王
氏
、
一
體
旌
表
。
今
御
史
劉
芳
誉
続
題
、

家
丁
孫
時
順
妻
謝
氏
・
軍
丁
羅
伏
受
妻
馬
氏
与
前
李
氏
等
、
一
同
建
祠
祭
祀
。
允
之
。
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と
あ
り
、
礼
部
の
覆
奏
で
、
寧
夏
兵
変
に
よ
っ
て
殺
害
さ
れ
た
慶
憲
王
妃
の
方
氏
を
節
に
死
ん
だ
烈
婦
と
し
て
祠
に
祀
る
こ
と
と
な
っ

た
が
、
同
じ
く
寧
夏
兵
変
で
命
を
落
と
し
た
指
揮
趙
承
先
の
母
李
氏
・
妻
李
氏
、
百
戸
陳
縉
の
妻
梅
氏
、
冠
帯
官
熊
彦
吉
の
妻
林
氏
、

千
戸
楊
湛
の
母
朱
氏
、
楊
寀
の
妻
范
氏
、
白
縉
の
母
王
氏
、
明
理
の
妻
王
氏
も
旌
表
し
よ
う
と
い
う
戸
部
の
覆
奏
で
あ
っ
た
が
、
劉
芳

誉
は
続
け
て
題
奏
し
て
、
家
丁
孫
時
順
の
妻
謝
氏
、
軍
丁
羅
伏
受
の
妻
馬
氏
と
前
妻
の
李
氏
等
も
一
同
に
建
祠
祭
祀
す
る
こ
と
を
願
い
、

許
可
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
『
明
実
録
』
万
暦
二
一
年
五
月
甲
戌
（
二
一
日
）
の
条
に
は
、

陝
西
巡
按
劉
芳
誉
題
、
哱
賊
倡
乱
、
各
堡
聞
風
響
応
、
惟
常
信
堡
。
坐
堡
百
戸
陳
縉
督
率
堡
軍
、
保
守
甚
厳
。
初
、
賊
差
逆
丁
張

保
等
、
向
縉
逼
取
、
牛
車
転
運
、
縉
殺
之
。
賊
恨
縉
剌
骨
、
選
賊
中
素
与
縉
有
瓜
葛
者
十
余
人
、
假
投
降
誘
、
開
門
、
旋
縛
縉
出
。

堡
民
男
婦
幾
百
人
号
哭
、
追
赶
、
遇
伏
起
執
男
婦
八
人
去
。
賊
碎
縉
等
屍
、
内
二
婦
至
死
罵
不
絶
。
後
逆
賊
呉
敖
壩
勾
虜
二
千
、

攻
陷
本
堡
、
屠
之
。
除
百
戸
陳
縉
応
贈
応
陞
外
、
其
余
死
難
官
民
、
於
該
堡
、
擇
地
建
祠
、
春
秋
委
官
致
祭
。
礼
部
覆
、
允
祠
名

褒
節
。

と
あ
り
、
寧
夏
兵
変
に
お
い
て
堡
塁
を
防
衛
し
よ
う
と
し
た
百
戸
陳
縉
が
、
反
乱
軍
の
差
し
向
け
た
家
丁
張
保
等
の
説
得
に
応
ぜ
ず
、

逆
に
彼
を
殺
害
し
て
し
ま
っ
た
こ
と
に
反
乱
軍
側
が
怒
り
、
反
乱
軍
中
の
陳
縉
の
身
内
を
動
員
し
て
陳
縉
を
誘
殺
し
、
彼
の
守
備
し
た

堡
塁
を
攻
め
落
と
し
、
皆
殺
し
に
し
た
件
で
、
陳
縉
と
亡
く
な
っ
た
堡
塁
の
関
係
者
を
、
土
地
を
選
ん
で
祠
を
建
て
て
、
春
秋
に
官
員

を
派
遣
し
て
祀
る
こ
と
と
し
た
い
と
の
劉
芳
誉
の
題
奏
で
あ
り
、
裁
可
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
に
関
わ
り
、
百
戸
陳
縉
の
妻
梅
氏
は
こ
れ

よ
り
以
前
に
祠
に
祀
ら
れ
る
こ
と
と
な
っ
た
こ
と
は
前
掲
の
通
り
で
あ
る
。
な
お
、
劉
芳
誉
に
つ
い
て
は
、『
明
実
録
』
万
暦
二
二
年
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七
月
戊
子
（
十
二
日
）
の
条
に
、

従
陝
西
巡
按
劉
芳
誉
請
、
以
慶
陽
府
理
刑
同
知
兼
管
本
鎮
屯
田
水
利
、
給
与
関
防
。

と
あ
り
、
陝
西
省
慶
陽
府
官
吏
に
関
防
印
を
支
給
し
て
ほ
し
い
と
の
求
め
を
巡
按
陝
西
監
察
御
史
と
し
て
行
っ
て
お
り
、
こ
の
時
点
ま

で
は
巡
按
陝
西
の
地
位
に
劉
芳
誉
が
留
ま
っ
て
い
る
こ
と
が
分
か
る
。
以
上
の
記
事
か
ら
す
る
と
、
劉
芳
誉
は
陝
西
か
ら
甘
粛
ま
で
の

広
い
エ
リ
ア
の
監
察
に
従
事
し
て
い
る
も
の
の
、
寧
夏
兵
変
に
つ
い
て
は
兵
変
の
鎮
圧
作
戦
そ
の
も
の
に
関
わ
っ
た
形
跡
は
見
出
せ

ず
、
寧
ろ
、
変
後
の
被
害
者
の
救
済
が
主
で
あ
っ
た
こ
と
が
分
か
る
。

な
お
、
監
察
に
関
し
て
は
も
う
一
人
、
孫
珫
を
挙
げ
て
お
き
た
い
。『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
三
月
丙
子
（
十
六
日
）
の
条
に
、

陜
西
按
臣
孫
珫
言
、
寧
夏
乱
卒
、
洶
洶
未
可
、
持
之
太
急
。
兵
部
以
為
元
兇
、
法
在
必
誅
。
督
臣
魏
学
曽
業
奉
旨
、
便
宜
行
事
。

御
史
職
任
監
覈
。
宜
星
馳
会
同
議
処
。
如
用
兵
馬
、
則
督
戦
紀
功
、
事
畢
分
別
功
罪
、
具
奏
。
上
如
兵
部
言
。
詔
珫
会
議
剿
撫
、

毋
縱
、
毋
激
、
以
靖
辺
方
。

と
あ
り
、
肩
書
は
陝
西
按
臣
と
し
か
分
か
ら
な
い
が
、
寧
夏
兵
変
の
初
期
段
階
か
ら
関
わ
り
、
鎮
圧
戦
に
魏
学
曽
と
と
も
に
関
わ
り
、

監
軍
と
し
て
の
任
務
を
果
た
す
こ
と
を
上
奏
し
、
裁
可
さ
れ
て
い
る
が
、『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
六
月
壬
辰
（
四
日
）
の
条
に
は
、
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原
任
榆
林
守
備
陞
甘
粛
遊
撃
徐
龍
被
劾
、
査
無
的
拠
、
而
才
器
可
使
。
按
臣
孫
珫
以
為
言
。
上
命
戴
罪
殺
賊
。

と
あ
り
、
兵
変
と
は
関
わ
ら
な
い
衛
所
官
の
措
置
に
つ
い
て
上
奏
し
て
い
る
記
録
し
か
見
出
す
こ
と
が
で
き
な
い
。
按
臣
は
通
常
、
巡

按
に
つ
い
て
使
わ
れ
る
用
語
で
あ
り
、
場
合
に
よ
っ
て
は
十
三
道
監
察
御
史
、
六
科
（
都
）
給
事
中
に
つ
い
て
も
使
わ
れ
る
。
巡
按
は

十
三
省
の
場
合
、
定
員
が
一
名
で
あ
り
、
万
暦
二
十
年
三
月
ま
で
は
李
本
固
、
同
六
月
に
は
劉
芳
誉
が
巡
按
陝
西
で
あ
る
こ
と
が
確
認

で
き
る
の
で
、
孫
珫
が
巡
按
陝
西
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
前
掲
の
万
暦
二
十
年
三
月
丙
子
の
条
で
は
「
御
史
」
と
も
あ
る
し
、
陝

西
按
臣
と
も
あ
る
の
で
、
中
央
の
官
で
あ
る
六
科
（
都
）
給
事
中
で
あ
っ
た
と
は
思
え
な
い
。
可
能
性
が
あ
る
と
す
れ
ば
十
三
道
監
察

御
史
で
あ
ろ
う
。
陝
西
道
監
察
御
史
は
定
員
が
八
名
と
な
っ
て
い
て
、
実
際
に
は
八
名
も
い
な
か
っ
た
で
あ
ろ
う
が
、
孫
珫
も
そ
の
よ

う
な
地
位
の
官
員
だ
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
孫
珫
が
一
旦
は
監
軍
を
引
き
受
け
る
意
向
を
示
し
な
が
ら
、
そ
の
後
、
そ
う
な
ら
な

か
っ
た
の
は
、
中
央
で
梅
国
楨
が
監
軍
に
手
を
挙
げ
て
、
李
如
松
の
軍
に
帯
同
し
て
現
地
入
り
し
た
た
め
で
あ
ろ
う
。

以
上
の
事
例
に
は
監
軍
に
従
事
す
る
巡
按
の
姿
を
見
る
こ
と
が
で
き
ず
、
寧
夏
兵
変
に
関
わ
る
監
軍
は
梅
国
楨
に
お
い
て
な
さ
れ
て

い
た
、
つ
ま
り
、
巡
按
と
監
軍
の
役
割
分
担
が
あ
っ
た
と
推
定
さ
れ
る
の
で
あ
る
。

お 

わ 

り 

に

万
暦
二
十
年
の
寧
夏
兵
変
は
朝
廷
に
大
い
な
る
衝
撃
を
与
え
た
事
件
で
あ
っ
た
。
そ
の
中
で
も
危
惧
さ
れ
た
点
は
、
反
乱
兵
士
が
モ

ン
ゴ
ル
軍
を
引
き
込
も
う
と
し
た
こ
と
で
、
こ
の
こ
と
が
現
実
と
な
る
と
、
所
謂
九
辺
鎮
の
一
部
に
穴
が
開
い
て
し
ま
い
、
そ
こ
か
ら
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モ
ン
ゴ
ル
軍
の
自
由
な
侵
入
が
可
能
と
な
り
、
北
辺
防
衛
に
大
い
な
る
支
障
が
生
じ
る
こ
と
が
懸
念
さ
れ
た
か
ら
で
あ
る
。
す
で
に
岡

野
昌
子
が
指
摘
し
て
い
る
よ
う
に
、
鎮
守
の
軍
士
が
劣
悪
な
環
境
の
中
で
任
務
に
従
事
せ
ざ
る
を
得
ず
、
逃
亡
者
が
相
次
ぐ
と
い
う
辺

政
の
オ
ペ
レ
ー
シ
ョ
ン
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
っ
た
こ
と
は
明
ら
か
で
あ
っ
た（
（1
（

。
兵
変
の
報
が
朝
廷
に
齎
さ
れ
る
と
、
六
科
や
各
道
監

察
御
史
な
ど
か
ら
早
急
な
対
策
を
求
め
る
上
奏
が
相
次
ぎ
、
兵
部
は
当
初
、
現
地
の
指
揮
官
に
梃
入
れ
し
て
凌
ぎ
切
る
こ
と
を
考
え
た
。

し
か
し
、
現
地
の
対
策
が
煮
え
切
ら
ず
、
新
た
に
鎮
圧
軍
を
派
遣
す
る
方
向
に
検
討
の
舵
は
切
ら
れ
て
い
っ
た
。
こ
の
よ
う
な
状
況
下

で
、
梅
国
楨
等
は
た
ま
た
ま
遼
東
総
兵
官
を
解
任
さ
れ
て
北
京
に
蟄
居
し
て
い
た
李
成
梁
の
登
用
を
提
起
し
、
神
宗
も
一
旦
は
彼
の
起

用
に
踏
み
切
っ
た
も
の
の
、
李
成
梁
の
起
用
に
は
す
ぐ
さ
ま
激
し
い
反
発
が
渦
巻
く
こ
と
と
な
る
。
い
か
に
神
宗
の
親
任
厚
い
李
成
梁

で
あ
っ
て
も
、
神
宗
は
彼
の
起
用
を
強
行
す
る
こ
と
は
思
い
留
ま
っ
た
。
た
だ
、
そ
こ
に
は
レ
ト
リ
ッ
ク
が
あ
っ
て
、
一
旦
起
用
し
た

李
成
梁
の
登
用
を
取
り
や
め
た
わ
け
で
は
な
か
っ
た
。
彼
の
高
齢
を
考
慮
し
、
現
地
へ
の
急
派
を
避
け
て
ゆ
っ
く
り
赴
か
せ
る
と
い
う

こ
と
で
あ
り
、
そ
の
名
代
と
し
て
息
子
の
李
如
松
の
起
用
と
な
っ
た
の
で
あ
っ
た
。
し
か
し
、
息
子
と
言
っ
て
も
所
詮
、
父
親
と
同
じ

穴
の
狢
で
あ
っ
て
、
反
対
派
が
そ
れ
で
納
得
す
る
わ
け
も
な
か
っ
た
の
で
あ
る
が
、
そ
こ
は
梅
国
楨
を
目
付
け
役
の
監
軍
と
し
て
派
遣

す
る
こ
と
で
押
し
切
っ
た
の
で
あ
っ
た
。

そ
も
そ
も
、
現
地
で
あ
る
寧
夏
鎮
に
つ
い
て
は
、
巡
按
陝
西
監
察
御
史
が
在
任
し
て
い
る
し
、
陝
西
按
察
司
官
や
陝
西
道
監
察
御
史

も
い
る
。
わ
ざ
わ
ざ
監
軍
を
派
遣
す
る
意
味
合
い
は
薄
い
と
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
れ
に
も
拘
わ
ら
ず
梅
国
楨
を
監
軍
と
し
て
現
地

に
派
遣
し
た
意
味
合
い
は
、
李
如
松
の
起
用
に
対
す
る
反
発
を
抑
え
る
狙
い
が
あ
っ
た
で
あ
ろ
う
。
本
稿
は
す
で
に
紙
幅
が
尽
き
て
し

ま
っ
た
の
で
、
梅
国
楨
の
監
察
業
務
を
巡
る
諸
点
に
つ
い
て
検
討
す
る
こ
と
は
別
稿
に
譲
り
た
い
。
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岡
野
昌
子
「
万
暦
二
十
年
寧
夏
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変
」
小
野
和
子
編
『
明
末
清
初
の
社
会
と
文
化
』
京
都
大
学
人
文
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学
研
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所
、
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六
年
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（
（
）　
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『
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と
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二
〇
〇
一
年
。

（
（
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王
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と
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中
国
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獄
事
件
―
藍
玉
の
獄
と
連
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の
人
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風
響
社
、
二
〇
〇
二
年
。

（
（
）　

靖
難
の
役
と
永
楽
政
権
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
拙
著
『
永
楽
帝　

明
朝
第
二
の
創
業
者
』
世
界
史
リ
ブ
レ
ッ
ト
人
三
八
、
山
川
出
版
社
、

二
〇
一
六
年
、
川
越
泰
博
『
永
楽
政
権
成
立
史
の
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
一
六
年
、
参
照
。

（
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）　

田
村
実
造
「
明
代
の
北
辺
防
衛
体
制
」『
明
代
満
蒙
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研
究
』
京
都
大
学
文
学
部
、
一
九
六
三
年
、
阪
倉
篤
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中
華
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遊
牧
六
千
キ
ロ
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攻
防
』
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社
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書
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エ
二
八
九
、
講
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社
、
二
〇
〇
四
年
。

（
（
）　

奥
山
憲
夫
『
明
代
軍
政
史
研
究
』
汲
古
書
院
、
二
〇
〇
六
年
、
張
徳
信
『
明
代
職
官
年
表
』
黄
山
書
社
、
二
〇
〇
九
年
、
拙
稿
「
明
代
中
国

の
辺
防
官
制
に
お
け
る
海
と
陸
」
弘
末
雅
士
編
『
海
と
陸
の
織
り
な
す
世
界
史　

港
市
と
内
陸
社
会
』
春
風
社
、
二
〇
一
八
年
、
な
ど
参
照
。

（
（0
）　

牛
達
生
・
牛
春
生
校
勘
『
嘉
靖
万
暦　

固
原
州
志
』、
寧
夏
新
華
書
店
、
一
九
八
五
年
。

（
（（
）　

涂
杰
に
つ
い
て
は
『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
六
月
己
酉
（
二
一
日
）
の
条
に
、「
陞
御
史
涂
杰
為
光
禄
寺
少
卿
。」
と
あ
り
、
涂
杰
は
御
史
か

ら
光
禄
寺
少
卿
（
正
五
品
）
に
昇
格
し
て
い
る
。
御
史
の
品
級
は
都
御
史
が
正
二
品
、
副
都
御
史
が
正
三
品
、
僉
都
御
史
が
正
四
品
、
十
三
道

監
察
御
史
が
正
七
品
で
あ
る
の
で
、
涂
杰
が
正
五
品
に
昇
格
し
た
こ
と
か
ら
す
れ
ば
、
正
七
品
の
十
三
道
監
察
御
史
ク
ラ
ス
で
あ
る
こ
と
が
分

か
る
も
の
の
、
任
地
は
不
明
で
あ
る
。『
明
実
録
』
万
暦
十
二
年
十
月
壬
子
（
十
日
）
の
条
で
は
涂
杰
は
湖
広
巡
按
監
察
御
史
と
な
っ
て
い
る
が
、

巡
按
は
ほ
ぼ
一
年
任
期
で
あ
る
の
で
、
そ
の
後
も
湖
広
の
巡
按
で
あ
っ
た
わ
け
で
は
な
く
、
よ
そ
の
巡
按
か
十
三
道
監
察
御
史
に
転
任
し
た
こ

と
で
あ
ろ
う
。

（
（（
）　

和
田
正
広
『
中
国
官
僚
制
の
腐
敗
構
造
に
関
す
る
事
例
研
究
―
明
清
交
替
期
の
軍
閥
李
成
梁
を
め
ぐ
っ
て
―
』
九
州
国
際
大
学
社
会
文
化
研

究
所
、
一
九
九
五
年
。
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（
（（
）　

張
輔
之
『
太
僕
奏
議
』
巻
之
一
、
叛
賊
勾
虜
疏
。

（
（（
）　
梅
国
禎
に
関
す
る
パ
ー
ソ
ナ
ル
デ
ー
タ
が
最
も
詳
し
い
の
は
『
天
一
閣
蔵
明
代
科
挙
録
選
刊
・
登
科
録
』（
寧
波
出
版
社
、
二
〇
〇
六
年
）

の
「
万
暦
十
一
年
登
科
録
」
で
あ
り
、
こ
の
万
暦
十
一
年
（
一
五
八
三
）
癸
未
科
の
登
科
録
に
よ
れ
ば
、
梅
国
禎
は
字
が
公
生
、
湖
広
黄
州
府

麻
城
県
（
現
在
の
湖
北
省
麻
城
市
）
の
民
戸
の
出
で
あ
り
、
国
子
監
の
学
生
で
あ
る
国
子
生
で
あ
っ
た
。
科
挙
に
お
い
て
は
春
秋
を
選
択
し
、

湖
広
の
郷
試
で
は
第
五
五
名
、
会
試
で
は
第
一
六
九
名
、
殿
試
で
は
第
三
甲
の
一
四
一
名
で
あ
っ
た
。
年
齢
は
数
え
で
三
四
歳
、
九
月
十
九
日

の
生
ま
れ
で
あ
っ
た
。
家
族
構
成
は
、
父
は
汝
観
、
母
は
陳
氏
の
長
男
で
あ
り
、
弟
は
上
か
ら
梅
国
楼
（
同
科
第
三
甲
二
八
五
名
の
進
士
）、

梅
国
森
（
貢
士
）、
梅
国
盈
、
梅
国
棨
、
梅
国
林
の
五
人
お
り
、
妻
は
劉
氏
で
あ
っ
た
。
重
慶
下
で
あ
る
の
で
及
第
当
時
、
祖
父
母
・
両
親
と

も
健
在
で
、
祖
父
は
梅
吉
（
知
府
）、
曾
祖
父
は
梅
玉
鼎
（
贈
兵
部
郎
中
）
で
あ
っ
た
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
た
だ
、
梅
国
禎
の
字
に
つ
い
て

公
生
と
す
る
の
は
こ
こ
だ
け
で
あ
り
、
ほ
か
の
伝
記
的
資
料
は
全
て
克
生
と
す
る
。
登
科
録
に
お
い
て
魯
魚
の
誤
り
が
あ
る
可
能
性
が
高
い
。

（
（（
）『
明
実
録
』
万
暦
二
十
年
四
月
甲
午
（
五
日
）
の
条
。

（
（（
）　

註
（
（（
）
前
掲
和
田
正
広
著
書
。

（
（（
）　

註
（
（
）
前
掲
岡
野
昌
子
論
文
。
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